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植民地支配の政治経済学

し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
エ
ジ
プ
ト
に
対
す
る
ト
ル
コ
の
主
権
を
認
め
、
ま
た
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
財
政
管
理
権
や
外
国
人

特
権
〈
冒
昌
山
田
白
］
目
冨
百
・
○
画
目
且
囚
【
】
◎
口
②
．
免
税
・
領
事
裁
判
権
等
）
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
制
約
の

も
と
で
、
治
安
維
持
の
必
要
上
、
か
つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
債
権
者
達
の
た
め
に
も
、
破
産
し
た
エ
ジ
プ
ト
財
政
の
建
て
直
し
に
努
め
た

エ
ジ
プ
ト
は
、
一
八
八
二
年
、
イ
ギ
リ
ス
軍
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
た
。
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
の
属
領
で
あ
り
な
が
ら
、
内
政
の
自

治
権
を
得
て
い
た
エ
ジ
プ
ト
は
、
借
款
導
入
に
よ
る
放
漫
財
政
の
破
綻
か
ら
、
一
八
七
六
年
以
来
英
仏
他
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
に
よ
る

財
政
管
理
を
受
け
て
い
た
。
そ
う
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
勢
力
の
か
い
ら
い
化
し
た
ト
ル
コ
系
支
配
層
に
対
し
て
、
土
着
エ
ジ
プ
ト
人
が

政
治
的
・
経
済
的
権
利
を
要
求
し
て
立
ち
上
が
り
、
立
憲
制
の
樹
立
に
成
功
し
た
が
、
そ
こ
へ
イ
ギ
リ
ス
軍
が
介
入
し
た
の
で
あ
る
。

当
初
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
可
及
的
速
や
か
に
撤
退
す
る
こ
と
を
内
外
に
公
約
し
て
い
た
が
、
エ
ジ
プ
ト
領
ス
ー
ダ
ン
に
お
け
る
反
乱
を

口
実
に
占
領
を
長
期
化
さ
せ
、
や
が
て
イ
ン
ド
と
の
交
通
の
要
で
あ
る
ス
エ
ズ
運
河
の
安
全
確
保
の
た
め
に
も
、
無
期
限
に
居
す
わ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

序

植
民
地
支
配
の
政
治
経
済
学

イ
ギ
リ
ス
の
エ
ジ
プ
ト
統
治
、
一
八
八
一
一
’
一
九
一
四
年

鹿
島
正
裕
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の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
多
数
の
イ
ギ
リ
ス
人
専
門
家
を
連
れ
て
き
て
行
政
機
関
を
指
導
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
エ

ジ
プ
ト
統
治
は
、
一
般
の
植
民
地
支
配
と
や
や
性
格
を
異
に
し
た
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
に
際
し
て
、
つ
い
に
エ
ジ
プ
ト
は
オ

ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
保
護
国
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
間
、
イ
ギ
リ
ス
が
、
い
か
な
る
国
際
関
係
上
の
制
約
の
も
と
に
、
い
か
な
る
方
式
で
エ
ジ
プ
ト
を
統
治
し
、
そ
の

２

経
済
・
社
会
を
ど
の
よ
う
に
開
発
し
、
あ
る
い
は
歪
め
て
い
っ
た
か
、
そ
の
概
容
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
一
」
の
よ
う
な
研
究

が
、
植
民
地
支
配
の
政
治
経
済
学
的
分
析
の
理
論
化
に
向
け
て
、
ど
の
よ
う
な
貢
献
を
な
し
う
る
か
を
、
末
尾
に
お
い
て
検
討
し
た

い
。
そ
う
し
た
分
析
は
、
今
日
の
い
わ
ゆ
る
第
三
世
界
諸
国
に
お
け
る
権
威
主
義
的
国
家
体
制
の
歴
史
的
根
源
を
解
明
す
る
た
め
に
、

３

不
可
欠
の
作
業
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

恥
汪

Ⅲ
拙
稿
「
近
代
化
と
従
属
的
発
展
エ
ジ
プ
ト
一
八
四
一
～
八
二
年
」
（
『
金
沢
法
学
』
二
八
巻
二
号
、
一
九
八
六
年
）
参
照
。

②
こ
の
時
期
の
エ
ジ
プ
ト
に
つ
い
て
の
邦
露
文
献
は
少
な
い
．
石
井
摩
卵
子
「
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
支
配
の
史
的
分
析
’
一
八
八
二
年
か
ら
一
九
一
四
年

ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
の
エ
ジ
プ
ト
支
配
に
つ
い
て
」
（
『
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
所
内
資
料
、
調
査
研
究
部
四
二
’
三
九
』
所
収
、
一
九
六
七
年
）
は
、
イ
ギ
リ

ス
の
政
策
の
変
遷
を
略
述
し
て
い
る
．
耀
潰
・
社
会
面
に
つ
い
て
は
．
中
岡
三
銭
氏
の
一
連
の
論
文
ｌ
「
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
資
本
主
義
蕊
展
の
起
点

と
伝
統
的
杜
含
一
『
ア
ジ
ア
繼
縞
』
一
九
六
六
隼
七
月
島
ク
ロ
ー
マ
ー
時
代
を
扱
っ
て
い
る
）
．
「
帝
国
主
鍵
と
ア
ラ
ブ
社
会
の
変
容
ｌ
ク
ロ
ー
マ
ー

統
治
と
エ
ジ
プ
ト
社
会
の
変
容
」
（
岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
』
二
二
巻
、
一
九
六
九
年
所
収
）
、
「
エ
ジ
プ
ト
地
租
改
正
史
」
（
山
田
秀
雄
綱
『
植
民
地
社
会

の
変
容
と
国
際
関
係
』
’
九
六
九
牟
所
収
・
’
八
九
九
年
の
農
地
改
正
令
を
中
心
と
し
た
鐵
密
な
研
究
）
ｌ
が
あ
る
ほ
か
、
木
村
喜
縛
『
エ
ジ
プ
ト
繼

済
の
展
開
と
農
業
協
同
組
合
』
二
九
七
七
年
）
が
、
一
九
世
紀
末
１
二
○
世
紀
初
頭
の
財
政
、
金
融
、
貿
易
、
農
業
に
ふ
れ
て
い
る
。
思
想
史
で
は
古

村
禰
一
氏
の
三
論
文
ｌ
「
ム
ハ
ン
マ
ド
ア
プ
ド
ゥ
フ
と
そ
の
鋳
代
」
（
『
オ
リ
エ
ン
ト
』
二
三
篭
二
号
．
一
九
八
一
年
）
、
「
ア
フ
マ
ド
ル
ト
ブ
イ
！

ア
シ
・
サ
イ
イ
ド
の
政
治
思
想
」
（
『
日
本
オ
リ
エ
ン
ト
学
会
創
立
三
十
周
年
記
念
オ
リ
エ
ン
ト
学
論
叢
』
、
一
九
八
四
年
所
収
）
、
「
近
代
エ
ジ
プ
ト
に
お

け
る
『
西
欧
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』
と
『
イ
ス
ラ
ム
改
革
主
義
』
の
成
立
」
（
『
人
間
関
係
論
集
』
創
刊
号
、
一
九
八
四
年
）
、
ほ
か
に
栗
田
禎
子
「
帝
国
主
義

の
発
見
１
Ｗ
．
ｓ
・
プ
ラ
ン
ト
に
み
る
オ
ラ
ー
ビ
ー
藁
命
と
マ
フ
デ
ィ
運
動
の
遵
闘
把
握
」
上
・
下
（
『
歴
史
評
議
』
三
八
七
・
三
八
八
号
．
一
九
八
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植民地支配の政治経済学

二
年
。
プ
ラ
ン
ト
と
は
、
オ
ラ
ー
ビ
ー
革
命
に
同
憎
的
だ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
人
）
等
。

欧
語
文
献
は
、
勺
・
］
・
く
昌
云
－
．
戸
一
ｍ
》
『
冨
昌
、
５
『
嗜
。
｛
向
巴
□
［
‐
両
『
◎
日
言
巨
富
ヨ
ョ
且
シ
一
一
［
○
三
巨
富
『
鼻
Ｐ
。
且
○
二
》
』
①
覇
｝
》
国
す
］
一
。
頤
『
：
ご
》
息
・

紹
寧
‐
認
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
数
多
い
．
本
稿
は
主
と
し
て
次
？
ｏ
の
に
依
拠
し
て
い
る
ｌ
通
史
と
し
て
は
ア
メ
リ
カ
在
住
の
エ
ジ
プ
ト
人
女

性
に
よ
る
シ
・
Ｐ
・
少
］
‐
⑫
、
ご
亘
向
巴
已
［
四
ａ
ｎ
『
Ｃ
日
の
『
‐
シ
の
白
身
ご
シ
ｐ
ｍ
ｌ
ｏ
１
向
巴
□
｛
】
：
幻
の
一
員
○
口
の
（
Ｐ
。
且
○
二
》
后
冨
）
・
エ
ジ
プ
ト
統
治
に
参
加
し

た
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
る
も
の
だ
が
学
術
的
に
も
評
価
さ
れ
て
い
る
Ｐ
Ｃ
己
巨
◎
己
・
向
巴
□
［
、
ご
ｎ
の
Ｄ
Ｃ
ョ
の
『
》
く
ｃ
一
・
円
（
三
・
Ｋ
．
』
や
『
Ｐ
国
２
℃
：
二
⑪
豈
巴

旨
Ｆ
◎
己
。
□
旨
這
麗
）
》
ア
メ
リ
カ
人
に
よ
る
政
治
・
行
政
面
を
中
心
と
し
た
河
・
伊
・
目
、
二
Ｃ
『
・
ｇ
ｏ
□
の
【
昌
団
二
目
目
□
因
ユ
ニ
の
声
ｇ
ｌ
Ｃ
己
試
一
丙
巨
一
の
冒

向
堕
官
』
』
忠
‐
］
巴
←
（
勺
『
旨
ｎ
の
［
ｏ
Ｐ
Ｚ
・
］
・
・
』
②
＆
）
・
フ
ラ
ン
ス
人
に
よ
る
社
会
・
経
済
面
を
中
心
と
し
た
］
・
因
の
『
Ｃ
Ｅ
の
．
向
巴
ご
〔
‐
閂
ヨ
ロ
の
『
茜
一
一
吻
己
目
。

”
の
ぐ
Ｃ
ｌ
具
】
Ｃ
曰
Ｐ
Ｃ
ａ
Ｃ
。
．
］
垣
員
Ｃ
１
ｍ
冒
凹
］
｝
臣
自
す
］
厨
可
巴
冒
甸
忌
。
ｎ
戸
ヨ
や
、
『
］
、
ご
岳
ｓ
）
》
で
餌
外
国
等
。
イ
ギ
リ
ス
軍
人
に
よ
る
、
写
真
・
図
版
豊

富
な
戦
史
が
三
・
ｍ
ｍ
耳
彦
○
日
ご
『
四
『
Ｃ
ｐ
ｓ
の
ｚ
一
一
の
‐
国
１
国
貫
向
巳
官
凹
且
昌
の
⑫
己
：
》
屋
呂
‐
』
函
屋
（
宅
ｏ
ｃ
－
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ｈ
の
の
【
》
尼
匿
）
・
経
済
史
で
は
、
両
．
宛
．

］
・
○
軍
「
の
ｇ
ｏ
○
斤
［
。
ご
囚
且
号
の
向
巴
Ｃ
二
目
向
８
コ
○
ョ
望
］
』
ｇ
‐
こ
］
』
（
。
×
ご
ａ
．
］
①
ご
）
・
少
・
両
．
Ｃ
『
○
二
、
こ
の
］
》
曰
豈
の
ロ
８
コ
。
ヨ
ー
ロ
ロ
の
『
の
一
○
℃
目
の
貝
。
｛

富
。
こ
の
『
己
同
巴
己
［
（
Ｐ
・
ロ
Ｃ
Ｐ
ご
麓
）
の
関
連
章
及
び
Ｃ
庁
の
四
目
・
の
」
・
》
司
与
の
同
８
口
◎
目
ｎ
国
⑰
ｇ
ｑ
Ｃ
｛
島
の
三
一
＆
｜
の
向
四
呉
屋
害
‐
」
＠
』
Ｐ
シ
国
。
。
【
。
｛

幻
の
且
旨
い
め
〈
Ｃ
三
３
ｍ
ｇ
』
垣
霊
）
・
勺
・
三
・
エ
○
一
〔
》
８
．
．
句
○
一
言
目
｜
四
目
の
。
、
旨
一
○
冨
員
の
ヨ
三
○
。
①
『
己
向
四
頁
Ｐ
Ｃ
口
。
ご
『
屋
屋
）
の
関
連
論
文
等
。
議
会
・

政
党
史
に
］
・
富
・
Ｐ
四
目
四
Ｆ
国
『
一
一
四
日
の
ご
房
囚
且
勺
凹
司
三
の
⑩
宮
口
廻
已
［
｛
弓
の
｜
‐
シ
『
一
ぐ
』
ｃ
圏
）
の
関
連
章
、
司
法
・
法
蘭
界
史
に
『
・
］
・
凶
且
の
戸
Ｆ
圏
こ
の
『
ｍ
・

号
の
両
巨
一
の
。
［
Ｆ
四
三
》
四
己
巨
す
の
国
二
切
目
ヨ
ニ
。
●
の
日
向
巴
冥
｛
の
国
。
｛
○
『
ｇ
ｏ
四
一
・
》
＄
霊
）
》
政
治
思
想
史
に
Ｚ
。
⑫
煙
守
四
Ｐ
両
国
官
ヨ
の
①
■
『
９
。
｛

勺
。
］
旨
、
ロ
ー
ｎ
ｏ
【
ゴ
ョ
臣
ヨ
ミ
ー
シ
ニ
四
一
く
⑪
厨
。
『
牙
の
旨
［
の
一
一
の
、
自
四
一
四
二
旦
勺
。
］
一
二
，
四
一
両
ご
◎
一
巨
二
。
□
。
｛
向
い
望
□
［
］
ざ
←
‐
巳
呂
（
Ｃ
四
日
す
【
昼
、
の
ご
冨
四
協
・
・
這
臼
）
》
勺
、
昇

屋
・
統
治
者
側
の
弁
解
を
含
む
が
史
料
的
価
値
の
あ
る
も
の
に
、
目
寺
の
園
『
一
Ｃ
［
Ｃ
『
・
日
の
『
・
三
・
色
の
ヨ
ロ
、
弓
〔
・
ぐ
。
｝
⑩
．
『
伜
員
Ｆ
Ｃ
ａ
Ｃ
ｐ
．
】
垣
ｇ
）
》
少
．

、
。
］
ぐ
員
司
豈
の
冨
臭
ヨ
頤
。
【
冨
且
の
日
向
巴
己
｛
（
Ｐ
Ｃ
１
Ｃ
ｇ
』
』
急
）
．
シ
・
冨
旨
の
『
》
ロ
ロ
、
一
口
目
ご
向
い
旨
【
（
Ｆ
ｏ
Ｑ
ｏ
口
．
】
⑫
ｇ
）
等
。
逆
に
エ
ジ
プ
ト
民
族
主
義

の
色
合
い
が
掴
い
が
、
ア
ラ
ビ
ア
藷
文
献
の
中
て
筐
〒
厨
罰
の
一
連
の
労
作
ｌ
言
…
「
〒
⑫
目
習
｛
『
：
『
弓
匡
：
〒
］
冒
一
”
一
（
占
領
初

期
の
エ
ジ
プ
ト
と
ス
ー
ダ
ン
）
（
』
且
巴
・
・
。
＆
『
Ｐ
］
③
ｇ
）
・
冨
巨
切
官
画
宍
凹
ヨ
ー
ー
ー
ロ
四
一
ｓ
四
〒
函
凹
『
国
百
四
一
‐
三
四
一
目
目
色
（
ム
ス
タ
フ
ァ
ー
・
カ
ー
ミ
ル
、

民
族
運
動
の
鼓
吹
者
）
（
』
吾
巴
．
．
、
巴
『
。
》
】
③
ｓ
）
》
冨
目
四
ヨ
ョ
且
園
『
己
１
両
目
目
、
｜
‐
］
喜
一
瀞
：
‐
一
「
『
且
言
冒
（
ム
ハ
ン
マ
ド
・
フ
ァ
リ
ー
ド
、
献

身
と
犠
牲
の
象
徴
）
〈
』
ａ
巴
・
》
Ｃ
昌
『
Ｐ
」
垣
冨
Ｔ
ｌ
が
役
に
立
つ
。

こ
の
よ
う
に
、
本
稿
は
二
次
的
資
料
に
よ
る
初
歩
的
研
究
で
あ
り
、
こ
の
テ
ー
マ
で
は
本
来
少
な
く
と
も
一
巻
の
書
物
を
著
す
必
要
の
あ
る
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
筆
者
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
近
・
現
代
史
に
お
け
る
近
代
化
と
従
属
的
発
展
の
問
題
の
巨
視
的
把
握
と
い
う
目
標
に
向

け
て
の
、
前
掲
拙
稿
に
続
く
一
作
業
で
あ
る
。
同
時
期
を
歴
史
学
的
に
掘
り
下
げ
て
研
究
す
る
こ
と
は
無
論
重
要
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
や
日
本
等
の
植

民
地
支
配
の
事
例
と
の
比
較
研
究
を
し
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
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⑪
占
領
の
経
緯

も
と
も
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
中
で
は
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
が
、
エ
ジ
プ
ト
に
も
っ
と
も
関
心
を
寄
せ
て
き
た
。
フ
ラ
ン
ス

革
命
後
の
英
仏
の
対
立
の
中
で
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
が
エ
ジ
プ
ト
を
占
領
す
る
と
、
い
ち
早
く
イ
ギ
リ
ス
軍
が
こ
れ
を
駆
逐
し
た
歴
史

が
す
で
に
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
ア
ジ
ア
と
の
交
通
の
た
め
に
、
英
仏
は
エ
ジ
プ
ト
に
そ
れ
ぞ
れ
鉄
道
と
ス
エ
ズ
運
河
を
作
ら
せ
た
。

そ
の
建
設
費
そ
の
他
の
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
エ
ジ
プ
ト
に
巨
額
の
借
款
を
与
え
、
や
が
て
償
権
取
り
立
て
の
た
め
に
エ
ジ
プ

ト
政
府
の
財
政
を
、
や
は
り
英
仏
が
中
心
に
な
っ
て
管
理
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
八
八
○
年
以
来
、
ウ
ラ
ー
ビ
ー

（
し
．
ご
『
四
己
ら
民
族
主
義
的
軍
人
達
が
藩
王
（
帛
冒
ｓ
員
閨
ｅ
巴
ご
巴
に
反
抗
し
、
八
二
年
に
は
立
憲
派
が
政
治
の
実
権
を
握
る
に
至
っ

た
状
況
に
対
し
て
、
英
仏
の
態
度
は
一
致
し
な
か
っ
た
。
当
初
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
方
が
介
入
に
積
極
的
で
、
八
一
年
に
藩
王
が
ト
ル

コ
に
軍
隊
派
遣
を
要
請
し
た
際
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
を
誘
っ
て
ス
ル
タ
ー
ン
に
派
兵
反
対
を
通
告
し
、
自
ら
イ
ギ
リ
ス
と
と
も
に
派
兵

せ
ん
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
自
由
党
政
府
（
首
班
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
三
・
の
一
目
の
８
口
の
）
は
、
閣
内
外
の
反
対
の
た
め

こ
の
誘
い
に
応
じ
な
い
。
そ
こ
で
、
フ
ラ
ン
ス
は
エ
ジ
プ
ト
に
共
同
通
告
を
発
し
て
警
告
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
八
二
年
一
月
に
こ

れ
を
実
現
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
は
具
体
的
行
動
に
出
る
意
図
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
警
告
を
脅
迫
と
受
け
取
っ
た
エ
ジ
プ
ト

の
世
論
は
激
昂
し
た
。
ト
ル
コ
や
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
も
英
仏
に
抗
議
し
た
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
は
む
し
ろ
ト
ル
コ
の
介
入
支
持
に

③
そ
う
し
た
観
点
か
ら
は
、
第
一
次
大
戦
終
了
後
エ
ジ
プ
ト
国
民
が
独
立
運
動
を
起
こ
し
、
一
九
二
二
年
に
イ
ギ
リ
ス
か
ら
一
応
独
立
す
る
ま
で
の
時
期

を
も
合
わ
せ
論
ず
る
方
が
望
ま
し
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
紙
数
と
時
間
の
制
約
か
ら
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
し
あ
た
り
、
板

垣
雄
三
「
エ
ジ
プ
ト
一
九
一
九
年
革
命
」
（
岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
』
二
五
巻
、
一
九
七
○
年
所
収
）
、
Ｍ
・
ア
ニ
ー
ス
「
エ
ジ
プ
ト
の
一
九
一
九
年
革
命
」

（
『
歴
史
学
研
究
』
三
四
五
号
、
一
九
六
九
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

、
国
際
関
係
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こ
の
さ
な
か
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
政
変
が
あ
り
、
二
月
に
野
心
的
な
ガ
ン
ベ
ッ
タ
（
Ｆ
・
の
四
目
す
の
耳
印
）
首
相
が
失
脚
し
、
よ
り
慎
重
な
フ

レ
ィ
シ
ネ
（
○
・
の
句
【
の
旨
冒
の
（
）
の
内
閣
が
成
立
し
た
。
後
者
は
、
や
は
り
ト
ル
コ
の
介
入
に
は
反
対
し
た
が
、
自
ら
派
兵
す
る
冒
険

に
は
尻
ご
み
し
た
。
そ
の
頃
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
議
会
が
憲
法
を
制
定
し
、
内
閣
は
議
会
に
責
任
を
負
い
、
議
会
の
承
認
な
く
し
て

は
立
法
も
課
税
も
な
さ
れ
な
い
と
宣
言
し
た
。
こ
れ
は
、
藩
王
の
権
限
の
み
な
ら
ず
、
英
仏
の
財
政
管
理
権
さ
え
制
限
す
る
こ
と
を

意
味
し
た
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
も
態
度
を
硬
化
さ
せ
た
。
今
や
イ
ギ
リ
ス
の
方
が
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
、
エ
ジ
プ
ト
へ
の
財
政
査
察
官

や
将
軍
の
共
同
派
遣
を
次
々
に
提
案
し
、
断
わ
ら
れ
た
。
結
局
、
両
国
は
五
月
に
艦
隊
を
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
と
ス
エ
ズ
に
差
し
向

３

け
、
そ
の
軍
事
的
圧
力
に
よ
っ
て
エ
ジ
プ
ト
政
府
を
屈
伏
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

同
時
に
、
両
国
は
、
他
の
列
強
の
協
調
を
得
る
べ
く
、
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
ブ
ル
で
国
際
会
議
を
開
こ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
ト

ル
コ
が
、
こ
れ
を
内
政
干
渉
で
あ
る
と
し
て
出
席
を
拒
ん
で
い
る
間
に
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
反
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
暴
動
が
起
こ
り
、

数
十
人
の
犠
牲
者
が
出
た
（
六
月
一
一
日
）
。
か
く
て
、
会
議
は
ト
ル
コ
不
参
加
の
ま
ま
六
月
一
一
三
日
か
ら
開
催
さ
れ
た
が
、
英
仏
独

襖
伊
露
各
国
の
思
惑
が
対
立
し
て
な
か
な
か
意
見
の
一
致
を
見
な
い
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
は
、
英
仏
艦
隊
に
対
抗
す
べ
く
砲
台

の
建
設
が
始
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
共
同
で
こ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
提
議
す
る
。
し
か
し
、
前
年
未
来
チ
ュ
ニ
ジ
ア
に

も
派
兵
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
で
は
世
論
の
反
対
が
強
く
、
結
局
イ
ギ
リ
ス
が
単
独
行
動
に
踏
み
切
り
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
砲
台

４

を
艦
砲
射
撃
し
て
破
壊
し
た
の
で
あ
る
（
七
月
一
一
日
）
。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
は
、
エ
ジ
プ
ト
軍
が
撤
退
し
、
群
衆
に
よ
る
放
火
・
略
奪
が
起
こ
り
、
英
箪
が
上
陸
し
て
秩
序
を
回
復
し

た
。
し
か
し
、
他
市
で
も
略
奪
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
虐
殺
が
起
こ
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
全
土
の
平
定
を
決
意
し
た
。
さ
っ
そ
く
遠
征
部
隊

を
準
備
す
る
一
方
で
、
仏
伊
土
三
国
に
対
し
て
共
同
出
兵
を
要
請
す
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ス
エ
ズ
運
河
の
み
の
占
領
を

目
指
す
政
府
の
妥
協
案
を
議
会
が
否
定
し
て
フ
レ
イ
シ
ネ
内
閣
が
総
辞
職
。
イ
タ
リ
ア
は
、
そ
の
フ
ラ
ン
ス
の
立
場
に
配
慮
し
て
か
、

１ ２

傾
い
た
。
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こ
れ
も
不
参
加
を
決
め
た
。
ト
ル
コ
は
、
七
月
二
○
日
以
降
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
ブ
ル
の
列
強
会
議
に
出
席
し
、
エ
ジ
プ
ト
派
兵
の

意
図
を
通
告
す
る
が
、
そ
の
条
件
を
め
ぐ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
と
の
交
渉
が
難
航
す
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
側
が
、
ス
ル
タ
ー
ン
に

よ
る
ウ
ラ
ー
ビ
ー
断
罪
の
布
告
と
、
ト
ル
コ
軍
の
役
割
に
つ
い
て
の
軍
事
協
約
締
結
を
求
め
た
の
に
対
し
、
ト
ル
コ
側
は
そ
う
し
た

声
明
を
出
し
し
ぶ
り
（
ウ
ラ
ー
ビ
ー
ら
の
反
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
を
利
用
す
る
意
図
が
あ
っ
た
）
、
ま
た
む
し
ろ
英
軍
の
補
給
活
動
を
妨

げ
よ
う
と
し
た
。
列
強
会
議
は
八
月
一
四
日
を
も
っ
て
自
然
散
会
と
な
り
、
ス
ル
タ
ー
ン
は
よ
う
や
く
九
月
六
日
に
ウ
ラ
ー
ビ
ー
断

罪
布
告
を
発
す
る
が
、
軍
事
協
約
の
締
結
に
な
お
手
間
取
っ
た
。
そ
の
間
に
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
ス
エ
ズ
運
河
の
軍
事
的
中
立
を
侵

し
て
そ
の
方
面
か
ら
侵
入
し
た
イ
ギ
リ
ス
軍
が
、
ア
ル
・
タ
ッ
ル
・
ア
ル
・
カ
ビ
ー
ル
（
シ
〒
曰
四
一
一
四
一
‐
【
四
国
『
）
の
戦
い
で
大
勝
し
（
九５

月
一
一
一
一
日
〉
、
軍
事
的
決
着
が
つ
い
て
し
ま
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
も
は
や
ト
ル
コ
軍
を
必
要
と
せ
ず
、
交
渉
を
打
ち
切
っ
て
し
ま
う
。

②
早
期
撤
退
の
公
約

元
来
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
が
分
割
さ
れ
て
各
地
域
が
各
列
強
の
影
響
下
に
入
る
こ
と
よ
り
、
ト
ル
コ
帝
国
の
保

全
を
利
益
と
み
な
し
、
エ
ジ
プ
ト
の
独
立
や
自
ら
に
よ
る
支
配
を
望
ん
で
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
占
領
後
、
自
由
党
政
府
は
、
一

八
八
三
年
一
月
、
他
の
列
強
に
対
し
て
、
「
エ
ジ
プ
ト
の
状
況
と
、
藩
王
の
権
威
の
維
持
に
役
立
つ
手
段
の
整
備
が
許
す
よ
う
に
な
り

次
第
、
早
急
に
撤
退
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
」
と
通
告
し
た
。
そ
れ
に
先
立
ち
八
二
年
一
一
月
に
駐
土
大
使
ダ
フ
ァ
リ
ン
卿
Ｐ
ｏ
ａ

ｏ
貝
庁
『
ご
）
を
派
遣
し
て
政
治
状
況
を
調
査
さ
せ
て
い
る
。
彼
は
八
三
年
二
月
に
提
出
し
た
報
告
に
お
い
て
、
本
国
の
世
論
に
も
配
慮

し
、
必
要
な
改
革
を
導
入
し
た
の
ち
イ
ギ
リ
ス
軍
は
撤
退
す
べ
き
だ
と
勧
告
し
た
が
、
改
革
が
根
付
く
に
は
相
当
な
時
間
を
要
す
る

そ
の
頃
、
ス
ー
ダ
ン
で
は
、
い
わ
ゆ
る
マ
ハ
デ
ィ
ー
の
反
乱
が
起
こ
っ
て
い
た
。
一
八
八
一
年
に
ア
ハ
マ
ド
（
旨
．
シ
ご
目
且
）
と
い
う

人
物
が
マ
ハ
デ
ィ
ー
（
言
呂
貸
イ
ス
ラ
ー
ム
教
で
言
う
救
世
主
）
を
名
乗
っ
て
起
こ
し
た
反
乱
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
混
乱
に
乗
じ
て
勢
力

ｌ ６

－
」
と
を
暗
示
し
て
い
た
。
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(3)

を
拡
大
し
、
ハ
ル
ツ
ー
ム
の
総
督
府
を
も
脅
か
す
に
至
っ
た
。
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
占
領
後
軍
隊
が
わ
ず
か
六
千
名
程
の
治
安
維
持
部

隊
に
縮
減
さ
れ
て
お
り
、
財
政
も
破
産
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
、
八
三
年
秋
に
よ
う
や
く
ス
ー
ダ
ン
に
送
っ
た
増
援
部
隊
は
あ
ま
り
に

弱
体
で
、
反
乱
軍
に
返
り
討
ち
き
れ
て
し
ま
っ
た
。
ス
ー
ダ
ン
の
放
棄
が
考
慮
さ
れ
る
一
方
、
い
ま
や
エ
ジ
プ
ト
自
身
の
防
衛
の
た

『
Ｊ

め
に
も
、
英
軍
の
駐
留
が
必
要
と
さ
れ
た
。

そ
の
間
、
列
強
の
中
で
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
エ
ジ
プ
ト
占
領
を
批
判
し
て
い
た
。
一
八
八
二
年
一
一
月
、
エ
ジ
プ

ト
政
府
が
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
承
認
の
も
と
、
行
政
の
混
乱
を
理
由
に
財
政
の
「
二
重
管
理
」
体
制
（
英
仏
の
財
政
監
督
官
が
、
そ

れ
ぞ
れ
歳
入
と
歳
出
を
管
理
し
て
い
た
）
を
改
め
、
唯
一
の
財
政
顧
問
（
英
人
が
望
ま
し
い
）
を
置
き
た
い
と
列
強
に
提
案
す
る
と
、

フ
ラ
ン
ス
は
当
然
こ
れ
に
反
対
し
た
。
し
か
し
、
現
実
に
エ
ジ
プ
ト
を
支
配
し
て
い
る
の
が
英
軍
で
あ
る
以
上
、
フ
ラ
ン
ス
は
結
局

折
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
エ
ジ
プ
ト
改
革
を
で
き
る
だ
け
妨
害
し
よ
う
と
す
る
。
八
四
年
に

は
、
八
二
年
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
他
で
生
命
・
財
産
を
侵
害
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
対
す
る
補
償
や
ス
ー
ダ
ン
遠
征
費
が
加
わ
っ

て
、
も
は
や
財
政
危
機
打
開
の
目
処
が
立
た
な
く
な
っ
た
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
の
提
唱
で
ロ
ン
ド
ン
会
議
が
開
か
れ
た
。
一
八
八
○
年

来
、
エ
ジ
プ
ト
政
府
は
関
係
列
強
の
合
意
が
な
け
れ
ば
対
外
借
款
を
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
も
ち
ろ
ん

非
協
力
的
態
度
に
出
て
、
会
議
を
失
敗
さ
せ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
が
単
独
で
借
款
を
与
え
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
エ
ジ
プ
ト
の
公
憤
管
理

も
イ
ギ
リ
ス
が
専
行
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
く
て
、
八
五
年
の
再
会
議
は
、
九
百
万
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
の
国
際
借
款
を
認
め
た
。

し
か
し
、
こ
の
際
の
協
定
に
よ
っ
て
、
「
公
債
管
理
委
員
会
」
（
、
巨
己
目
四
一
‐
冒
冒
四
一
‐
ご
日
ロ
目
印
》
Ｏ
巴
朋
の
。
①
一
四
・
の
耳
の
自
菖
Ｃ
巨
の
》
そ

れ
ま
で
の
英
仏
伊
澳
四
ヵ
国
に
、
独
露
の
代
表
を
加
え
た
）
が
引
き
続
き
エ
ジ
プ
ト
の
財
政
を
厳
し
く
統
制
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

８

｝
）
う
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
そ
の
他
の
列
強
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
エ
ジ
プ
ト
統
治
を
、
財
政
面
か
ら
枠
付
け
し
た
の
で
あ
る
。

無
期
限
占
領
の
決
意
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こ
の
一
八
八
五
年
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
自
由
党
内
閣
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
保
守
党
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
（
宛
．
○
の
昌
一
⑪
宮
ご
）
内
閣
は
、
エ

ジ
プ
ト
撤
退
を
原
則
と
す
る
よ
り
、
政
治
上
の
一
取
り
引
き
材
料
と
し
よ
う
と
し
た
。
同
年
十
月
、
ま
ず
ト
ル
コ
と
協
定
を
結
び
、

事
実
上
エ
ジ
プ
ト
の
無
期
限
占
領
を
承
認
さ
せ
る
。
し
か
し
、
仏
独
の
反
対
に
よ
り
、
八
七
年
に
ト
ル
コ
と
再
交
渉
し
、
三
年
以
内

に
撤
退
す
る
が
、
「
国
内
の
秩
序
と
安
全
が
脅
か
さ
れ
た
場
合
は
」
延
期
し
う
る
、
と
の
協
定
を
結
ぼ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
も
仏
露
が

反
対
し
、
ス
ル
タ
ー
ン
は
結
局
協
定
を
批
准
し
な
か
っ
た
。
か
く
て
英
仏
の
関
係
は
緊
張
し
、
建
艦
競
争
が
始
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
は

ま
た
ド
イ
ツ
と
も
対
抗
す
べ
く
、
ロ
シ
ア
と
九
二
年
に
軍
事
条
約
を
結
ぶ
。
そ
の
ロ
シ
ア
が
ト
ル
コ
を
脅
し
、
し
か
も
ト
ル
コ
が
ま

す
ま
す
弱
体
化
し
て
き
た
中
で
、
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
エ
ジ
プ
ト
は
、
地
中
海
に
お
い
て
、
及
び
イ
ン
ド
へ
の
交
通
路
と
し
て
、
他

国
の
影
響
下
に
お
け
な
い
軍
事
上
の
要
地
と
な
っ
て
き
た
。
こ
う
し
て
、
九
○
年
代
半
ば
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
エ
ジ
プ
ト
の
無
期
限

こ
の
間
、
ス
ー
ダ
ン
を
め
ぐ
っ
て
、
一
八
八
三
年
末
～
八
四
年
初
頭
に
は
、
ト
ル
コ
に
派
兵
を
要
鯛
し
て
で
も
支
配
権
維
持
を
望

む
エ
ジ
プ
ト
政
府
と
、
エ
ジ
プ
ト
軍
撤
退
・
ス
ー
ダ
ン
一
時
放
棄
を
財
政
上
や
む
な
し
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
側
が
対
立
し
、
内
閣
が
総

辞
職
し
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
ス
ー
ダ
ン
の
エ
ジ
プ
ト
軍
を
撤
退
さ
せ
る
危
険
な
任
務
に
、
権
威
と
実
力
の
備
わ
っ
た
人
物
を
あ

て
よ
う
と
、
か
つ
て
中
国
で
太
平
天
国
の
反
乱
鎮
圧
に
武
功
を
あ
げ
た
ゴ
ー
ド
ン
（
○
の
．
⑦
Ｃ
ａ
目
）
将
軍
を
派
遣
し
た
。
し
か
し
、

八
四
年
二
月
に
ハ
ル
ツ
ー
ム
に
着
い
た
ゴ
ー
ド
ン
は
、
情
勢
を
見
誤
っ
て
マ
ハ
デ
ィ
ー
の
反
乱
鎮
圧
が
可
能
で
あ
る
と
し
、
エ
ジ
プ

ト
軍
を
撤
退
さ
せ
な
か
っ
た
。
結
局
、
八
六
年
一
月
に
ハ
ル
ツ
ー
ム
は
陥
落
し
、
ゴ
ー
ド
ン
も
戦
死
す
る
。
残
存
エ
ジ
プ
ト
軍
部
隊

期

は
、
今
日
の
エ
ジ
プ
ト
・
ス
ー
ダ
ン
国
境
付
近
ま
で
撤
退
し
た
。

こ
う
し
て
、
い
っ
た
ん
ス
ー
ダ
ン
は
放
棄
さ
れ
た
が
、
一
八
八
五
年
六
月
に
マ
ハ
デ
ィ
ー
が
病
死
し
た
あ
と
、
そ
の
後
継
者
は
統

一
国
家
を
長
く
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
部
族
間
抗
争
が
再
燃
し
、
弱
体
化
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
一
八
九
六
年
、
エ
チ

オ
ピ
ア
征
服
に
苦
労
し
て
い
た
イ
タ
リ
ア
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
ナ
イ
ル
方
面
か
ら
の
援
軍
を
要
請
し
た
機
会
に
、
キ
ッ
チ
ナ
ー
窟
・
因
．

９

占
領
を
決
意
す
る
に
至
っ
た
。

こ
の
間
、
ス
ー
ダ
ン
を
め
生

む
エ
ジ
プ
ト
政
府
と
、
エ
ジ
ー
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側
保
識
国
化

こ
れ
以
後
、
イ
ギ
リ
ス
は
エ
ジ
プ
ト
の
内
政
改
革
に
あ
た
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
ら
列
強
の
妨
害
に
会
う
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
。
こ

の
間
、
エ
ジ
プ
ト
の
民
族
主
義
者
達
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
ト
ル
コ
の
支
援
を
得
て
イ
ギ
リ
ス
軍
撤
退
を
求
め
る
運
動
を
盛
り
上
げ
つ
つ

あ
っ
た
が
、
英
仏
協
商
以
後
は
フ
ラ
ン
ス
を
あ
て
に
で
き
な
く
な
っ
た
。
ト
ル
コ
も
、
一
九
○
六
年
に
シ
ナ
イ
半
島
の
タ
ー
バ
（
門
浮
図
）

２

地
区
の
帰
属
を
争
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
高
姿
勢
に
屈
し
、
無
力
さ
を
暴
露
し
た
。
し
か
し
、
翌
年
の
「
デ
ィ
ン
シ
ュ
ワ
ー
イ
事
件
」
を

契
機
と
し
て
反
英
運
動
が
高
揚
し
、
ク
ロ
ー
マ
ー
総
領
事
の
更
迭
を
見
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
ふ
れ
る
。

一
九
一
四
年
七
月
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
が
セ
ル
ビ
ア
に
宣
戦
し
、
ま
も
な
く
イ
ギ
リ
ス
も
ド
イ
ツ
に
宣
戦
す
る
に
至
っ

た
時
、
藩
王
ア
ッ
バ
ー
ス
（
．
シ
ｇ
肝
冨
］
目
印
）
は
例
年
の
よ
う
に
避
暑
の
た
め
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
ブ
ル
滞
在
中
で
あ
っ
た
。
臨
時
摂

胃
［
９
の
ロ
の
『
）
将
軍
率
い
る
エ
ジ
プ
ト
軍
が
派
遣
さ
れ
、
九
八
年
に
は
ス
ー
ダ
ン
軍
を
ほ
と
ん
ど
壊
滅
さ
せ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
こ
の
遠
征

費
用
の
一
部
を
エ
ジ
プ
ト
に
貸
与
し
た
こ
と
を
口
実
と
し
て
、
エ
ジ
プ
ト
に
ス
ー
ダ
ン
共
同
統
治
権
を
認
め
さ
せ
た
（
九
九
年
の

「
ス
ー
ダ
ン
の
将
来
の
経
営
に
関
す
る
協
定
」
）
。
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
は
、
ス
ー
ダ
ン
を
め
ぐ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
と
も
対
立
し
た
。
有
名
な

「
フ
ァ
シ
ョ
ダ
事
件
」
は
、
こ
の
九
八
年
に
、
キ
ッ
チ
ナ
ー
が
、
ハ
ル
ツ
ー
ム
か
ら
白
ナ
イ
ル
上
流
の
フ
ァ
シ
ョ
ダ
（
闘
呂
且
四
．
園
・

骨
○
・
四
）
に
急
行
し
、
西
ア
フ
リ
カ
か
ら
東
進
し
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
遠
征
軍
を
撤
退
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
両
国
関
係
は
一
時
緊
迫
し
た

が
、
結
局
和
解
し
て
九
九
年
に
中
央
ア
フ
リ
カ
に
関
す
る
勢
力
圏
分
割
協
定
を
結
ん
だ
。
「
雨
降
っ
て
地
固
ま
る
」
と
言
う
が
，
こ
の

事
件
は
、
そ
の
後
か
え
っ
て
両
国
を
接
近
さ
せ
た
。
実
際
、
一
九
○
四
年
の
英
仏
協
商
は
両
国
そ
れ
ぞ
れ
の
ド
イ
ツ
に
対
す
る
警

戒
が
基
盤
と
な
っ
た
に
せ
よ
、
イ
ギ
リ
ス
の
エ
ジ
プ
ト
総
領
事
ク
ロ
ー
マ
ー
臼
凹
『
一
・
（
Ｄ
Ｃ
日
日
）
の
本
国
政
府
へ
の
働
き
か
け
が
テ

コ
と
な
っ
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
が
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ロ
ッ
コ
占
領
を
支
持
す
る
か
わ
り
に
、
フ
ラ
ン
ス

Ⅲ

は
イ
ギ
リ
ス
の
エ
ジ
プ
ト
支
配
を
支
持
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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政
で
も
あ
っ
た
ル
シ
ュ
デ
ィ
１
（
■
・
”
巨
呂
笥
思
⑩
菌
）
首
相
の
政
府
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
意
を
受
け
て
た
だ
ち
に
布
告
を
発
し
、
イ
ギ
リ

ス
の
敵
国
及
び
敵
国
人
と
協
定
及
び
交
易
を
結
ぶ
こ
と
を
自
ら
及
び
国
民
に
禁
じ
た
。
ト
ル
コ
は
ド
イ
ツ
と
同
盟
し
て
い
た
の
で

藩
王
は
つ
い
に
帰
国
で
き
ず
、
形
式
上
ト
ル
コ
の
属
領
な
が
ら
イ
ギ
リ
ス
の
占
領
下
に
あ
る
エ
ジ
プ
ト
の
立
場
は
微
妙
な
も
の
と

な
っ
た
。
一
一
月
に
開
催
予
定
で
あ
っ
た
議
会
（
後
述
）
の
召
集
は
延
期
さ
れ
、
ま
た
一
切
の
集
会
が
禁
止
さ
れ
た
。
二
月
と
な

り
、
イ
ギ
リ
ス
の
対
ト
ル
コ
宣
戦
が
決
断
さ
れ
る
や
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
戒
厳
令
が
敷
か
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
当
局
が
恐
れ
て
い
た
親
土
・

反
英
運
動
は
表
面
化
せ
ず
、
つ
い
に
一
二
月
一
八
日
、
イ
ギ
リ
ス
は
エ
ジ
プ
ト
の
ト
ル
コ
主
権
か
ら
の
離
脱
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
謹
国

化
を
宣
言
し
た
。
藩
王
は
廃
位
さ
れ
、
そ
の
叔
父
フ
サ
イ
ン
（
■
こ
い
四
百
門
山
目
一
）
が
ス
ル
タ
ー
ン
を
名
乗
り
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
「
総

０ 釘

領
事
」
は
「
高
等
弁
務
官
」
（
胃
召
ｎ
ｏ
目
旦
閉
一
・
二
の
『
）
を
名
乗
る
こ
と
に
な
っ
た
。

⑤
小
括

こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
エ
ジ
プ
ト
の
単
独
占
領
は
必
然
的
あ
る
い
は
当
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
わ
け
で
な
く
、
フ
ラ
ン
ス

の
事
情
次
第
で
英
仏
共
同
占
領
も
あ
り
え
た
は
ず
だ
っ
た
し
、
そ
も
そ
も
、
一
八
八
二
年
一
月
の
共
同
通
告
で
英
仏
が
桐
偶
的
態
度

を
示
さ
な
け
れ
ば
、
軍
事
介
入
を
正
当
化
さ
せ
る
よ
う
な
事
態
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
自

身
、
当
初
か
ら
長
期
占
領
Ⅱ
保
遡
国
化
を
目
論
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
仮
り
に
そ
う
し
た
意
図
を
公
言
し
た
と
す
れ
ば
、
フ
ラ

ン
ス
を
始
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
は
そ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ス
ー
ダ
ン
の
反
乱
や
財
政
再
建
の
必
要
が
占
領
継

０

続
を
正
当
化
さ
せ
、
さ
ら
に
帝
国
主
義
に
よ
る
世
界
分
割
の
時
代
に
あ
っ
て
、
中
東
・
北
ア
フ
リ
カ
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
進
出

競
争
が
行
な
わ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
は
戦
略
的
必
要
か
ら
エ
ジ
プ
ト
の
無
期
限
占
領
を
決
意
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
エ
ジ
プ
ト

は
正
式
に
は
な
お
ト
ル
コ
主
権
下
の
自
治
領
で
あ
る
か
ら
、
次
節
で
見
る
よ
う
に
間
接
統
治
の
形
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、

実
質
的
に
も
、
財
政
面
で
は
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
発
言
力
が
大
き
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
行
動
は
制
約
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
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かま
した
、、

⑩
シ
一
‐
、
囚
弓
昼
。
□
。
。
】
〔
．
．
ｇ
・
路
～
』
』
・
◎
『
◎
日
の
『
・
◎
ロ
．
、
］
【
・
》
ご
◎
】
・
円
陣
員
ｎ
房
・
ｇ
ｌ
忠
・
シ
ー
‐
丙
堅
一
一
『
》
三
一
曾
夛
国
‐
一
‐
の
呂
自
…
》
９
．
℃
・

国
、
耳
豈
○
ｓ
。
□
。
、
芦
・
勺
四
１
目
富
田
正
史
、
「
ス
ー
ダ
ン
に
お
け
る
マ
ー
デ
ィ
ス
ト
運
動
ｌ
『
マ
フ
デ
ィ
ー
』
の
死
ま
で
」
（
『
山
口
大
学
教
養
部
紀
要
』

注

、
○
・
四
目
。
［
囚
一
員
》
の
△
・
出
一
⑪
目
『
且
の
一
四
口
貰
◎
二
舟
旨
〔
『
の
目
①
》
弓
○
目
の
臼
（
勺
凹
１
⑫
》
ご
患
）
．
ｇ
四
＄
１
②
「
』
Ｃ
『
Ｃ
目
の
『
６
℃
・
昌
一
・
》
ぐ
。
］
・
宮
９
．
局
．

②
目
一
ｍ
己
。
『
）
Ｃ
ご
・
。
【
・
・
つ
つ
．
届
１
９
．
出
目
○
国
巨
洪
》
Ｃ
ロ
・
ｎ
－
［
・
》
已
已
・
酉
。
～
農
Ｐ
ｎ
８
Ｂ
ｍ
『
『
○
℃
・
ロ
ー
［
・
・
ご
Ｃ
一
・
一
『
》
ｎ
房
・
属
～
Ｅ
・

③
因
目
○
国
一
員
・
○
℃
．
、
一
（
・
・
ｇ
・
学
ｇ
Ｉ
圏
『
・
Ｑ
Ｃ
日
の
『
６
つ
。
ｎ
コ
【
・
》
く
○
一
・
Ｐ
ｎ
コ
．
］
中
・

側
少
］
「
ぬ
四
冨
苞
６
つ
ｎ
コ
［
・
・
弓
・
園
～
患
・
田
目
Ｃ
ａ
（
員
６
℃
・
口
［
．
．
ｇ
・
』
屋
～
患
②
．
ｏ
『
○
日
の
『
６
℃
．
Ｑ
辱
く
○
一
・
》
』
・
口
豈
』
③
．
し
か
し
、
砲
台
の
建
設
阻

止
と
は
口
実
に
す
ぎ
ず
、
そ
も
そ
も
砲
艦
外
交
を
展
開
し
て
エ
ジ
プ
ト
人
を
挑
搬
し
た
こ
と
が
、
暴
動
と
軍
事
介
入
を
引
き
出
す
結
果
を
生
ん
だ
の
で
あ

る
。
］
・
の
．
⑦
画
］
す
『
凰
昌
庁
シ
ト
・
少
〒
い
“
ご
苞
‐
三
；
・
【
ご
患
弓
云
の
国
『
冨
の
ゴ
。
、
２
日
〔
』
。
：
〔
同
国
官
恥
冒
○
房
の
『
ご
】
の
乏
冨
（
盲
の
曰
昌
Ｃ
ｇ
－
］
・
巨
曰
四
一
・
〔

三
己
９
－
の
向
閉
［
の
【
己
一
の
い
》
三
○
・
Ｐ
』
召
函
）
ロ
ロ
・
室
田
～
』
雷
参
照
。

⑤
四
目
◎
団
員
６
□
。
、
】
［
・
・
弓
・
＄
ロ
ー
←
居
・
Ｄ
Ｃ
日
の
『
》
く
○
一
・
閂
も
ロ
・
単
ｓ
Ｉ
哩
困
・
国
囚
且
盲
目
・
◎
己
．
、
岸
・
・
で
■
１
円
．

⑥
レ
ー
ー
の
四
『
］
三
二
○
℃
．
、
］
［
．
ご
ロ
・
悼
伜
ロ
ロ
・
農
ｌ
急
．
ｎ
円
。
ョ
の
『
》
Ｃ
ロ
．
ｇ
〔
．
．
ご
Ｃ
ｌ
・
閂
。
、
す
．
扇
．
。
。
’
ご
旨
．
○
ロ
・
口
【
・
・
ロ
ロ
・
患
Ｉ
雪
．

、
こ
‐
河
口
［
弓
・
旨
】
、
『
三
四
‐
’
１
⑫
己
山
■
…
．
、
ゴ
・
』
．
Ｏ
『
◎
ョ
の
『
６
℃
・
昌
庁
・
》
ご
◎
一
・
男
ｎ
戸
Ｐ
国
四
弓
冒
『
己
６
ｐ
ｎ
－
［
・
》
で
蝕
耳
ロ
エ
ジ
プ
ト
軍
は
、
そ
の
後

ス
ー
ダ
ン
の
マ
ハ
デ
ィ
ー
車
に
対
す
る
防
衛
の
た
め
、
ス
ー
ダ
ン
黒
人
の
部
隊
を
設
け
、
一
八
九
一
一
年
に
は
合
計
一
・
一
一
一
万
人
の
将
兵
を
数
え
る
に
至
っ

た
。
Ｃ
『
○
日
の
『
．
ご
Ｃ
ｌ
』
一
．
ロ
ゴ
・
段
：
。
三
一
一
二
の
『
６
℃
．
、
一
一
・
．
弓
・
』
さ
～
』
留
参
照
。

⑧
シ
］
Ｉ
の
画
蜀
廷
亘
Ｃ
己
．
Ｑ
一
・
】
己
己
・
色
～
造
・
Ｏ
Ｃ
－
ぐ
ご
・
○
ご
・
９
戸
．
．
ｎ
房
。
③
Ｉ
の
．

⑨
シ
］
‐
の
四
昌
昼
・
ロ
・
口
【
・
・
弓
・
念
～
圏
・
目
碩
：
『
・
ｏ
ｂ
ｈ
－
［
・
》
つ
つ
・
圏
～
雷
・
冨
冒
の
『
６
℃
・
口
〔
・
》
、
冨
・
③
陣
」
一
・
、
。
］
ぐ
旨
・
ロ
・
の
言
．
Ｓ
・
巴
・
石
井

前
掲
論
文
、
二
五
～
二
八
ペ
ー
ジ
。
□
。
⑫
【
用
一
の
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
側
の
民
族
主
義
運
動
に
対
す
る
、
キ
リ
ス
ト
教
国
イ
ギ
リ
ス
の
側
の
民
族
主
義
、
あ

る
い
は
帝
国
主
義
感
慨
の
作
用
に
注
意
を
摸
起
し
て
い
る
。
由
１
国
ご
凹
己
向
田
「
己
【
屋
冨
～
ｓ
］
佇
二
の
ｎ
ｏ
員
＆
ロ
ョ
の
。
［
。
（
房
一
四
日
－
，

ｚ
昌
一
・
冒
一
厨
曰
ご
ヨ
ズ
・
二
・
三
一
一
ｍ
・
昌
巳
・
》
『
ヨ
ロ
の
１
四
房
目
目
Ｑ
ｚ
員
・
目
一
一
の
己
旨
ｓ
の
冨
一
呂
一
の
同
国
１
月
冒
少
ロ
砲
一
・
‐
向
四
目
呂
両
〆
月
『
】
の
口
、
①
岳
巴

Ｉ
】
垣
⑪
面
（
Ｐ
Ｃ
ご
Ｑ
Ｃ
ｐ
ご
骨
や
⑫
望

エ
ジ
プ
ト
人
の
民
族
主
義
感
情
も
、
占
領
の
大
義
名
分
で
あ
っ
た
社
会
秩
序
維
持
の
た
め
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し

一
九
○
四
年
の
英
仏
協
商
成
立
以
後
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
相
当
意
の
ま
ま
に
エ
ジ
プ
ト
を
統
治
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
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⑩
秩
序
回
復

エ
ジ
プ
ト
を
占
領
し
た
イ
ギ
リ
ス
軍
は
、
ま
ず
エ
ジ
プ
ト
軍
を
解
散
さ
せ
た
が
、
エ
ジ
プ
ト
人
の
民
族
感
情
を
こ
れ
以
上
傷
付
け

る
こ
と
は
得
策
で
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
反
乱
の
指
導
者
ウ
ラ
ー
ビ
ー
ら
が
エ
ジ
プ
ト
の
軍
事
法
廷
で
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
あ
と
、

藩
王
に
減
刑
さ
せ
、
英
領
セ
イ
ロ
ン
に
追
放
す
る
に
と
ど
め
た
（
一
八
八
二
年
一
二
月
）
。
続
い
て
、
前
述
の
ダ
フ
ァ
リ
ン
の
調
査
報

告
に
基
づ
い
て
、
エ
ジ
プ
ト
の
社
会
秩
序
の
再
編
成
が
試
み
ら
れ
た
。
占
領
前
に
成
立
し
た
立
法
権
を
持
つ
「
代
表
者
会
議
二
旨
＆
一
一
⑫

四
一
１
ヱ
ロ
ョ
ゴ
回
す
）
や
民
主
的
な
憲
法
は
廃
止
さ
れ
た
。
そ
し
て
八
一
一
一
年
五
月
に
「
制
度
法
」
（
ど
‐
Ｃ
山
口
目
四
一
‐
三
一
〔
颪
目
）
を
定
め
、
中
央

に
「
立
法
評
議
会
」
（
冨
画
］
一
］
⑫
の
丘
曰
凹
四
一
‐
Ｃ
四
言
目
目
）
と
「
一
般
議
会
」
（
シ
｝
‐
］
囚
日
日
百
ロ
ー
‐
ご
日
ロ
曰
ご
口
）
を
、
地
方
に
「
州
評
議

会
」
（
旨
＆
四
一
一
ｍ
山
一
‐
昌
巨
＆
『
ご
脚
）
を
設
け
た
。
立
法
評
議
会
は
、
任
命
議
員
と
州
評
議
会
代
表
の
計
一
一
一
十
人
か
ら
成
り
、
立
法
全
般
及

⑰
シ
一
‐
の
四
冨
亘
８
．
，
岸
・
》
弓
・
］
＆
～
」
ｓ
・
缶
］
‐
幻
凹
｛
嵐
言
巨
、
冨
歓
宍
凶
ヨ
ー
ー
…
も
ロ
．
こ
『
～
］
葛
．

⑪
ロ
・
己
６
℃
．
。
岸
８
９
．
局
・
ど
‐
用
菖
式
冨
島
囚
ヨ
ョ
且
匂
囚
『
己
…
．
ｇ
・
←
』
一
－
一
』
の
．

伽
ネ
ー
デ
ル
（
。
・
四
・
ｚ
且
の
一
）
と
カ
ー
テ
ィ
ス
（
勺
・
Ｃ
Ｅ
日
の
）
が
一
百
う
よ
う
に
、
「
一
八
九
○
年
代
を
通
じ
て
、
す
べ
て
の
大
国
は
帝
国
主
義
的
ヒ
ス
テ
リ
ア

の
症
状
を
示
し
た
」
の
で
あ
っ
た
。
ｚ
且
の
一
陣
ｏ
巨
己
印
・
の
』
⑩
．
》
旨
ヨ
ロ
の
１
四
一
厨
冒
四
目
Ｃ
ｏ
－
・
昌
凹
］
尻
【
ご
｛
三
・
Ｋ
．
陣
Ｆ
・
己
。
ご
『
］
・
量
）
》
川
上
肇
他
訳
『
帝
国

主
義
と
植
民
地
主
義
』
（
一
九
八
三
年
）
二
四
ペ
ー
ジ
。

勺
■
司
皀
．

九
巻
、
一
九
七
五
年
）

、

政

シ］０ｍｍ］望筐》○つ、芦・・ロロ』ざ～屋の．、８回］の『・○ロ．。】〔．。ごＣ一・門】》ｎ房・旨ｌ圏陣怠・ｎｏ］ユ且。□・向】［．ｈ夛・ｇ・ロ四月可。『。》ＣＤ．。】［．。

ム
ロ

リ
ィ
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び
予
算
に
つ
い
て
肋
一
一
一
曰
し
、
一
般
議
会
は
閣
僚
、
立
法
評
議
会
議
員
及
び
選
挙
に
よ
る
代
議
員
の
計
一
八
二
人
か
ら
成
り
、
制
度
法
の

改
正
及
び
新
規
課
税
等
重
要
問
題
に
つ
い
て
諮
問
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
州
評
議
会
選
挙
を
含
め
て
、
選
挙
は
、
間
接
的
に
で
は

あ
る
が
（
選
挙
人
を
選
挙
す
る
）
、
二
十
歳
以
上
の
住
民
に
よ
る
普
通
選
挙
と
さ
れ
た
（
被
選
挙
権
は
高
額
納
税
者
に
限
ら
れ
た
）
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
機
関
は
何
ら
実
権
を
持
た
ず
、
九
月
に
イ
ギ
リ
ス
総
領
事
と
し
て
着
任
し
た
ベ
ア
リ
ン
グ
〈
向
．
、
四
『
旨
い
一
八
九

２

一
一
年
に
ク
ロ
ー
マ
ー
卿
に
叙
任
さ
れ
る
）
が
事
実
上
の
支
配
者
と
な
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、
青
年
将
校
で
あ
っ
た
一
八
七
一
一
年
に
縦
兄

の
イ
ン
ド
総
督
に
呼
ば
れ
、
そ
の
個
人
秘
書
と
し
て
イ
ン
ド
統
治
に
参
加
、
七
七
年
か
ら
八
○
年
ま
で
エ
ジ
プ
ト
の
公
俄
管
理
委
員

会
の
イ
ギ
リ
ス
代
表
を
勤
め
、
そ
の
後
再
び
イ
ン
ド
で
総
督
の
財
政
顧
問
を
し
て
い
た
。
ダ
フ
ァ
リ
ン
の
改
革
案
自
体
、
イ
ギ
リ
ス

の
イ
ン
ド
統
治
の
経
験
を
参
考
に
し
て
い
た
が
、
ベ
ア
リ
ン
グ
も
イ
ン
ド
で
の
個
人
的
経
験
を
生
か
し
、
ま
た
イ
ン
ド
か
ら
多
数
の

３

英
人
官
吏
を
引
き
連
れ
て
き
て
エ
ジ
プ
ト
を
統
治
し
た
。

と
は
い
え
、
当
時
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
秩
序
回
復
後
撤
退
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
前
述
の
よ
う
に
ス
ー
ダ
ン

に
お
け
る
反
乱
が
深
刻
化
し
て
き
た
。
エ
ジ
プ
ト
政
府
は
、
当
然
反
乱
の
鎮
圧
を
望
ん
だ
が
、
エ
ジ
プ
ト
軍
が
今
だ
再
建
途
上
に
あ
っ

た
た
め
、
そ
れ
に
は
大
規
模
な
イ
ギ
リ
ス
の
援
助
が
必
要
と
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
援
助
の
意
志
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ベ
ア

リ
ン
グ
は
ス
ー
ダ
ン
駐
留
エ
ジ
プ
ト
軍
の
撤
退
を
主
張
し
、
エ
ジ
プ
ト
の
首
相
が
抗
議
辞
職
す
る
。
後
任
を
見
出
す
の
は
容
易
で
な

か
っ
た
が
、
ア
ル
メ
ニ
ア
系
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
、
一
八
七
八
年
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
内
閣
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
債
権
国
の
圧
力
で
英
仏

人
二
名
を
閣
僚
に
加
え
、
実
権
を
与
え
ら
れ
た
エ
ジ
プ
ト
初
の
責
任
内
閣
）
を
率
い
た
こ
と
の
あ
る
ヌ
ー
バ
ー
ル
（
三
国
颪
『
国
凶
印
冨
）
を

説
得
し
て
組
閣
さ
せ
た
（
八
四
年
一
月
）
。
し
か
し
、
ヌ
ー
パ
ー
ル
は
、
相
当
な
行
政
上
の
権
限
を
要
求
し
、
け
っ
し
て
単
な
る
イ
ギ

４

リ
ス
の
か
い
ら
い
的
地
位
に
甘
ん
じ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
（
そ
の
た
め
に
、
八
八
年
に
罷
免
さ
れ
る
）
。

一
八
八
五
年
の
ロ
ン
ド
ン
会
議
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
エ
ジ
プ
ト
政
府
に
額
面
九
百
万
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
の
国
際
借
款
を
認
め

る
と
と
も
に
、
財
政
再
建
の
た
め
新
協
定
を
結
ん
だ
。
こ
の
協
定
の
内
容
を
若
干
詳
し
く
述
べ
る
と
、
負
憤
償
還
条
件
に
つ
い
て
は
、
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②
司
法
制
度
改
革

こ
う
し
て
、
内
に
は
財
政
危
機
を
乗
り
切
る
一
方
、
外
で
は
前
述
の
よ
う
に
ト
ル
コ
と
の
協
定
に
達
し
な
か
っ
た
の
で
、
エ
ジ
プ

ト
の
イ
ギ
リ
ス
軍
は
、
当
面
撤
退
を
予
定
せ
ず
、
よ
り
長
期
的
観
点
か
ら
内
政
改
革
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
イ
ギ

リ
ス
の
植
民
地
経
営
は
、
イ
ン
ド
の
セ
ポ
イ
の
反
乱
以
後
、
現
地
社
会
の
伝
統
的
文
化
・
制
度
の
根
強
さ
を
認
識
し
、
性
急
な
西
欧

化
政
策
を
避
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
し
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
露
骨
な
イ
ギ
リ
ス
支
配
を
許
さ
な
い
国
際
環
境
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

当
初
は
財
務
省
と
公
共
事
業
省
の
み
を
イ
ギ
リ
ス
人
顧
問
が
実
質
的
に
動
か
す
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
以
外
の
行
政
機
関
は
占
領
以
前

の
態
勢
に
さ
し
て
変
化
は
な
か
っ
た
。
内
務
省
や
教
育
省
の
予
算
不
足
か
ら
、
地
方
の
治
安
は
悪
化
し
、
教
育
水
準
は
低
下
し
た
。

ベ
ア
リ
ン
グ
は
、
そ
れ
を
あ
ま
り
意
に
介
せ
ず
、
ま
ず
水
利
施
設
や
交
通
体
系
を
整
備
し
て
経
済
力
を
向
上
さ
せ
て
こ
そ
、
教
育
や

民
主
政
治
の
導
入
が
可
能
に
な
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
伝
統
的
な
政
治
・
社
会
体
制
に
は
さ
し
あ
た
り
手
を
つ
け
ず
、
そ
の
枠
内

６

で
「
善
政
」
を
行
な
わ
せ
る
よ
う
に
努
め
た
の
で
あ
る
。

減
債
基
金
の
支
払
い
を
延
期
、
利
子
に
対
し
て
二
年
間
五
％
の
課
税
を
す
る
。
制
度
的
に
は
、
引
き
続
き
公
債
管
理
委
員
会
が
歳
入

の
多
く
を
管
理
し
、
行
政
費
を
五
二
三
・
七
万
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
以
内
に
と
ど
め
る
。
公
憤
利
子
支
払
い
後
剰
余
が
あ
れ
ば
、
ま

ず
利
子
課
税
分
の
返
済
に
あ
て
、
残
り
は
公
債
管
理
委
と
政
府
で
折
半
す
る
。
そ
れ
を
前
者
は
減
俄
基
金
支
払
い
に
、
後
者
は
追
加

な
い
し
特
別
支
出
に
あ
て
る
（
た
だ
し
、
前
者
は
八
八
年
か
ら
そ
の
分
を
エ
ジ
プ
ト
開
発
基
金
と
し
、
承
認
し
た
事
業
の
た
め
に
支

出
す
る
こ
と
を
許
す
よ
う
に
な
る
）
。
行
政
費
は
、
ト
ル
コ
へ
の
貢
納
約
六
六
万
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
、
藩
王
内
廷
費
同
三
六
万
、
占

領
軍
費
同
二
○
万
等
を
含
み
、
省
庁
費
は
極
端
に
切
り
詰
め
ら
れ
て
い
た
。
当
時
、
九
百
万
前
後
の
歳
入
の
内
か
ら
、
四
百
万
以
上

に
の
ぼ
る
負
債
償
還
が
最
優
先
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
行
政
費
限
度
額
は
、
一
九
○
四
年
に
な
っ
て
、
百
万
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
だ
け

５

引
き
上
げ
が
認
め
ら
れ
る
）
。
と
も
あ
れ
、
｝
】
う
し
て
八
八
年
に
は
財
政
赤
字
を
一
応
解
消
す
る
一
」
と
が
で
き
た
。
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そ
の
「
善
政
」
の
中
味
の
う
ち
、
税
制
改
革
や
水
利
事
業
に
つ
い
て
は
次
節
で
論
じ
る
。
そ
れ
ら
同
様
、
い
ち
早
く
改
革
が
着
手

さ
れ
た
分
野
に
、
司
法
制
度
が
あ
る
。
占
領
当
時
の
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
外
国
人
に
関
わ
る
刑
事
事
件
は
関
係
国
の
領
事
裁
判
で
同

じ
く
民
事
・
商
事
紛
争
は
外
国
人
判
事
を
主
と
す
る
「
混
合
裁
判
所
」
（
冨
呂
鼻
一
目
冨
巨
巨
旦
旨
》
言
員
の
。
○
・
口
『
扇
）
で
、
エ
ジ
プ

ト
国
民
間
の
個
人
的
身
分
や
財
産
を
め
ぐ
る
紛
争
及
び
殺
人
事
件
は
イ
ス
ラ
ー
ム
法
廷
で
そ
れ
以
外
は
世
俗
的
地
方
裁
判
所
・
高

等
裁
判
所
で
扱
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
混
合
裁
判
所
は
７
そ
の
後
吾
ン
プ
ト
国
民
間
の
紛
争
で
あ
っ
て
も
、
外
国
人
の
利
害
に
関

わ
る
も
の
を
も
扱
う
に
至
る
が
、
外
国
人
特
権
ゆ
え
に
イ
ギ
リ
ス
も
お
い
そ
れ
と
手
を
出
せ
な
か
っ
た
。
世
俗
裁
判
所
は
、
占
領
前

か
ら
の
計
画
に
従
っ
て
一
八
八
一
一
一
年
に
フ
ラ
ン
ス
的
な
法
典
と
訴
訟
手
続
き
を
採
用
し
た
。
混
合
裁
判
所
が
す
で
に
そ
う
し
た
法
典

を
用
い
て
い
た
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
は
こ
れ
に
反
対
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
的
法
典
・
訴
訟
手
続
き
に
明
か

る
い
エ
ジ
プ
ト
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
か
ら
、
判
事
に
外
国
人
を
雇
わ
ざ
る
を
得
ず
、
彼
ら
は
当
然
ア
ラ
ビ
ア
語
と
エ
ジ
プ
ト

人
の
風
習
に
通
じ
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
風
に
複
数
判
事
に
よ
る
担
当
を
義
務
付
け
た
こ
と
、
判
事
に
挙
証
指
揮
権

を
与
え
た
こ
と
が
、
裁
判
を
時
間
的
・
経
費
的
に
高
く
つ
く
も
の
と
し
、
ま
た
警
察
機
関
と
の
軋
諜
を
招
い
た
。
こ
う
し
て
、
裁
判

所
は
あ
ま
り
利
用
さ
れ
ず
、
八
四
年
に
設
立
さ
れ
た
「
犯
罪
対
策
指
導
部
」
Ｓ
ｍ
弓
山
》
】
３
－
‐
〕
ご
山
》
ご
凶
【
）
が
各
地
方
の
治
安
維
持
に
あ

た
り
、
州
知
事
ら
に
よ
る
昔
な
が
ら
の
恋
意
的
な
「
裁
き
」
を
行
な
う
結
果
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
九
○
年
に
司
法
省
に
イ
ギ
リ
ス

人
顧
問
が
任
命
さ
れ
、
司
法
相
の
抗
議
辞
職
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
閣
議
出
席
権
を
与
え
ら
れ
て
改
革
に
乗
り
出
し
た
。
す
な
わ
ち
．

中
央
に
「
司
法
救
済
委
員
会
」
（
Ｐ
＆
日
日
］
１
国
日
日
一
Ｉ
Ｃ
且
山
》
ご
山
）
を
設
け
、
各
地
方
の
村
長
（
ご
日
：
）
に
簡
易
裁
判
権
を
与
え
（
控

訴
可
能
）
、
地
方
都
市
に
単
独
判
事
に
よ
る
即
決
裁
判
所
を
設
け
て
、
こ
れ
ま
で
の
地
方
裁
判
所
は
重
大
事
件
及
び
控
訴
審
用
と
し
た
。

ま
た
判
事
の
資
質
向
上
の
た
め
、
任
用
基
準
の
改
善
と
法
律
学
校
の
改
組
を
行
な
っ
た
。
訴
訟
手
続
き
も
、
英
領
イ
ン
ド
方
式
を
取

り
入
れ
て
、
被
告
側
に
よ
る
反
証
の
余
地
を
拡
大
し
た
。
さ
ら
に
、
一
九
○
四
年
に
は
、
巡
回
裁
判
所
制
度
を
設
け
、
よ
り
多
く
の

人
に
法
の
裁
き
を
受
け
る
可
能
性
を
与
え
た
。
そ
れ
で
も
、
資
格
あ
る
判
事
の
不
足
は
な
お
深
刻
で
、
二
一
年
に
は
地
方
名
士
に
ょ
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③
行
政
機
構
改
革

一
八
九
二
年
一
月
、
占
領
前
か
ら
の
藩
王
タ
ウ
フ
ィ
ー
ク
（
目
囚
ミ
ヨ
）
は
病
死
し
、
そ
の
長
男
ア
ッ
パ
ー
ス
が
跡
を
継
い
だ
。
タ
ウ

フ
ィ
ー
ク
が
イ
ギ
リ
ス
の
後
押
し
で
権
威
の
維
持
を
図
っ
た
の
に
対
し
て
、
ウ
ィ
ー
ン
で
教
育
を
受
け
十
八
歳
で
藩
王
と
な
っ
た

ア
ッ
パ
ー
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
援
議
に
よ
り
英
軍
を
撤
退
さ
せ
、
専
制
君
主
的
地
位
を
回
復
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
一
方
イ
ギ
リ
ス

側
も
、
こ
の
頃
エ
ジ
プ
ト
の
行
政
改
革
の
推
進
を
意
図
し
て
い
た
の
で
、
両
者
の
衝
突
が
生
じ
る
。
た
ま
た
ま
、
七
月
の
イ
ギ
リ
ス

議
会
選
挙
で
自
由
党
が
政
権
に
復
帰
し
た
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
も
イ
ギ
リ
ス
に
圧
力
を
か
け
る
好
機
と
み
て
、
エ
ジ
プ
ト
撤
退
交
渉
再

開
を
申
し
入
れ
る
な
ど
し
た
。
そ
こ
で
九
三
年
一
月
、
ア
ッ
バ
ー
ス
は
、
ク
ロ
ー
マ
ー
と
事
前
協
議
を
せ
ず
に
内
閣
を
罷
免
し
、
反

英
的
言
動
で
知
ら
れ
た
元
司
法
相
を
首
相
に
指
名
し
た
。
し
か
し
、
ク
ロ
ー
マ
ー
と
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
こ
れ
を
認
め
ず
、
結
局
妥
協

人
事
が
成
立
す
る
。
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
閣
議
に
英
人
顧
問
を
常
時
出
席
さ
せ
て
い
っ
そ
う
統
制
を
強
め
、
ま
た
万

一
に
備
え
て
エ
ジ
プ
ト
占
領
軍
を
増
員
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ッ
パ
ー
ス
は
こ
の
反
抗
的
行
為
に
よ
っ
て
国
民
の
間
で
人
気

る
地
区
裁
判
所
を
創
設
、
不
文
律
に
よ
る
第
一
審
を
認
め
る
こ
と
に
し
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
法
廷
に
つ
い
て
も
、
一
八
九
七
年
と
一
九

一
○
年
の
法
律
改
正
に
よ
っ
て
再
編
成
を
図
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
殺
人
事
件
を
管
轄
か
ら
は
ず
し
、
訴
訟
手
続
き
を
整
備
し
、
ま
た

控
訴
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
こ
う
し
て
、
司
法
制
度
の
近
代
化
が
進
ん
だ
が
、
村
落
レ
ベ
ル
で
は
、
村
長
や
村
長
雇
い
の
巡
査

７

行
冨
廓
『
）
に
よ
る
不
当
な
「
裁
き
」
に
泣
き
寝
い
り
す
る
農
民
が
な
お
多
か
っ
た
し
、
犯
罪
も
い
っ
こ
う
に
減
ら
な
か
っ
た
。

人
権
に
関
わ
る
い
ま
一
つ
の
進
歩
と
し
て
、
奴
隷
制
の
廃
止
に
も
ふ
れ
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
す
で
に
、
’
八
七
七
年
に
、
時
の

藩
王
は
イ
ギ
リ
ス
の
要
求
で
奴
隷
貿
易
を
禁
止
し
、
八
四
年
に
は
奴
隷
に
自
由
を
与
え
る
と
約
束
し
て
い
た
。
占
領
後
、
解
放
奴
隷

の
援
助
機
関
が
設
置
さ
れ
、
さ
ら
に
九
五
年
に
は
奴
隷
解
放
を
妨
げ
る
者
へ
の
罰
則
が
強
め
ら
れ
て
、
奴
隷
制
は
エ
ジ
プ
ト
か
ら
梢

８

減
し
て
い
っ
た
。
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を
博
し
、
む
し
ろ
調
子
づ
い
た
。
そ
し
て
九
四
年
一
月
、
キ
ッ
チ
ナ
ー
の
司
令
下
に
あ
る
エ
ジ
プ
ト
軍
、
と
く
に
そ
の
英
人
将
校
達

を
批
判
し
、
キ
ッ
チ
ナ
ー
を
怒
ら
せ
る
。
ク
ロ
ー
マ
ー
は
、
こ
の
機
を
捉
え
て
ア
ッ
パ
ー
ス
に
圧
力
を
か
け
、
反
英
的
軍
事
相
を
罷

免
さ
せ
た
。
こ
の
屈
辱
的
事
件
に
よ
っ
て
反
英
民
族
主
義
運
動
は
さ
ら
に
勢
い
づ
く
が
、
ア
ッ
パ
ー
ス
は
、
藩
王
罷
免
の
脅
迫
に
よ

り
、
以
後
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
イ
ギ
リ
ス
に
従
順
と
な
る
。
一
方
イ
ギ
リ
ス
は
い
よ
い
よ
エ
ジ
プ
ト
の
行
政
機
構
改
革
に
本

９１

腰
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
し
あ
た
り
、
地
方
の
治
安
悪
化
に
対
処
す
べ
く
、
内
務
省
の
改
革
が
急
務
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
ヌ
ー
バ
ー
ル
ら
エ
ジ
プ
ト

人
閣
僚
の
抵
抗
で
内
務
省
に
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
支
配
が
及
ば
な
か
っ
た
が
、
一
八
九
四
年
に
ゴ
ー
ス
ト
〈
向
・
の
。
『
の
（
）
が
顧
問
に
就
任

し
、
地
方
行
政
の
改
善
に
取
り
組
ん
だ
。
す
な
わ
ち
、
村
長
や
巡
査
に
そ
の
役
割
を
よ
り
よ
く
果
た
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
村
長
は
、

か
つ
て
は
名
望
家
が
世
襲
し
て
勤
め
、
徴
税
、
国
有
地
耕
作
権
の
分
配
、
賦
役
の
割
当
て
を
通
じ
て
一
般
村
民
に
対
す
る
強
大
な
権

力
を
持
っ
て
い
た
の
だ
が
、
占
領
時
ま
で
に
賦
役
の
削
減
、
土
地
の
私
有
化
、
徴
税
・
徴
兵
の
財
務
省
・
軍
事
省
管
轄
へ
の
移
行
に

よ
り
、
権
力
基
雲
（
し
た
が
っ
て
不
正
蓄
財
の
機
壼
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
．
か
わ
っ
て
新
た
な
墓
１
重
対
策
国

勢
調
査
等
－
１
が
加
わ
り
、
治
安
維
持
や
司
法
（
小
事
件
の
処
雪
上
の
役
割
は
中
央
の
監
督
・
規
制
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
、
村
長
は
伝
統
的
な
権
威
に
頼
れ
な
く
な
る
一
方
で
行
政
能
力
が
必
要
に
な
り
、
そ
の
指
名
に
政
府
が
介
入
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
巡
査
に
つ
い
て
も
、
数
を
削
減
す
る
か
わ
り
に
報
酬
を
引
き
上
げ
、
資
質
向
上
が
図
ら
れ
た
。
一
九
二
年
、
村
の
巡
査

達
に
対
す
る
再
訓
練
課
程
が
設
け
ら
れ
、
小
火
器
も
供
給
さ
れ
る
。
公
衆
衛
生
に
関
し
て
は
、
村
の
床
屋
達
に
対
す
る
訓
練
課
程
が

設
け
ら
れ
た
。
彼
ら
は
、
従
来
か
ら
住
民
の
生
死
登
録
や
天
然
痘
予
防
接
種
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
が
、
一
八
九
一
一
一
年
以
降
、
各
地

の
病
院
で
保
健
衛
生
、
応
急
手
当
、
伝
染
病
の
見
分
け
方
、
初
歩
的
治
療
法
の
講
習
を
受
け
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
一
九
○
○
年
頃
か
ら
、
眼
病
や
寄
生
虫
を
治
療
す
る
巡
回
テ
ン
ト
病
院
も
設
け
ら
れ
た
が
、
農
村
住
民
の
健
康
状
態
は
、
占

⑩０

領
期
間
を
通
じ
て
さ
ほ
ど
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
。
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財
務
省
や
公
共
事
業
省
の
技
術
職
・
上
級
職
は
、
エ
ジ
プ
ト
人
の
人
材
不
足
も
あ
っ
て
、
つ
と
に
イ
ギ
リ
ス
人
そ
の
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
が
ほ
と
ん
ど
独
占
し
て
い
た
が
、
こ
う
し
て
一
八
九
○
年
代
に
は
司
法
省
や
内
務
省
で
も
英
人
職
員
が
急
増
し
、
ワ
ク
フ

（
言
目
｛
》
イ
ス
ラ
ー
ム
寺
院
寄
進
地
）
局
以
外
の
中
央
官
庁
は
い
ず
れ
も
英
人
の
顧
問
や
監
督
官
が
事
実
上
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
一
八
八
三
年
か
ら
十
年
間
に
、
行
政
機
関
で
働
く
イ
ギ
リ
ス
人
は
一
七
○
人
か
ら
二
五
○
人
に
ふ
え
た
が
、
こ
の
ほ
か
公
憤
管

理
委
員
会
や
国
鉄
理
事
会
（
国
鉄
は
債
款
の
担
保
と
さ
れ
、
国
際
管
理
下
に
あ
っ
た
）
等
で
働
く
者
を
含
め
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

は
合
計
一
、
一
五
七
人
（
う
ち
英
人
一
一
一
三
％
、
仏
人
一
五
％
）
と
な
っ
た
。
ま
た
、
一
八
九
九
年
に
は
行
政
機
関
職
員
一
○
、
六
○

○
人
中
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
一
、
二
七
○
人
（
う
ち
英
人
四
五
五
人
）
、
月
給
七
○
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
以
上
の
高
級
職
員
で
は
エ
ジ
プ

ト
人
四
五
人
に
対
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
一
○
四
人
。
こ
の
ほ
か
、
混
合
裁
判
所
、
公
債
管
理
委
、
検
疫
局
で
五
四
○
人
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
（
う
ち
英
人
三
五
人
）
を
雇
用
し
て
い
た
。
の
ち
、
一
九
一
九
年
に
は
、
行
政
機
関
の
高
級
職
員
（
基
準
が
明
ら
か
で
な
い
）

０

中
非
エ
ジ
プ
ト
人
が
七
七
％
（
英
人
だ
け
で
五
九
％
）
を
占
め
る
に
至
っ
た
。

こ
れ
ら
の
イ
ギ
リ
ス
人
は
、
占
領
初
期
に
は
、
短
期
契
約
で
イ
ン
ド
政
庁
か
ら
派
遣
さ
せ
た
者
が
多
か
っ
た
が
、
一
八
九
○
年
代

に
は
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
直
接
大
学
卒
業
生
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
事
務
系
職
員
は
一
一
’
三
年
国
立
学
校
で
英
語
教
育
に
従
事
さ

せ
た
の
ち
各
省
に
配
属
し
た
。
一
九
○
二
年
以
降
、
と
く
に
財
務
省
と
内
務
省
で
は
、
こ
の
訓
練
方
式
に
代
え
て
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ

大
学
か
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
一
年
間
ア
ラ
ビ
ア
語
を
教
え
た
あ
と
、
一
年
間
副
監
督
官
を
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。
そ
の
後
正
式

採
用
と
な
れ
ば
、
年
に
二
四
○
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
以
上
の
初
任
級
を
得
、
や
が
て
は
最
高
八
○
○
な
い
し
一
五
○
○
ポ
ン
ド
の
地

位
に
ま
で
昇
任
可
能
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
概
し
て
上
流
階
級
の
子
弟
で
、
有
能
か
つ
献
身
的
で
あ
っ
た
が
、
人
種
的
・
社
会
的
優

越
感
か
ら
排
他
的
で
ア
ラ
ビ
ア
語
習
得
の
熱
意
も
な
く
、
エ
ジ
プ
ト
人
官
吏
は
当
然
彼
ら
の
下
で
働
く
こ
と
に
不
満
を
募
ら
せ
た
。

そ
の
エ
ジ
プ
ト
人
官
吏
に
つ
い
て
は
、
占
領
当
初
は
、
無
用
・
無
能
の
職
員
が
多
過
ぎ
る
と
し
て
新
規
採
用
が
抑
制
さ
れ
、
人
心
安

定
後
人
員
整
理
も
行
な
わ
れ
た
が
、
結
局
一
九
一
四
年
に
は
一
八
八
○
年
頃
と
官
吏
の
総
数
は
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
か
っ
た
。
し
か
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側
民
族
主
義
運
動
の
高
揚

エ
ジ
プ
ト
の
民
族
主
義
運
動
は
、
英
軍
に
よ
る
占
領
後
意
気
錆
沈
し
、
占
領
軍
当
局
の
宥
和
的
政
策
（
ウ
ラ
ー
ビ
ー
ら
の
助
命
、

Ｊ

間
接
統
治
、
一
一
二
口
論
活
動
の
許
容
等
）
も
あ
っ
て
鎮
静
化
し
て
い
た
。
占
領
軍
が
、
兵
員
五
千
人
程
度
で
足
り
た
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か

し
、
前
述
の
藩
王
ア
ッ
パ
ー
ス
の
抵
抗
に
刺
激
さ
れ
て
、
英
軍
撤
退
要
求
の
声
を
高
め
る
に
至
っ
た
。
な
か
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
で
法

律
を
学
ん
だ
青
年
カ
ー
ミ
ル
（
言
・
尻
山
旦
一
）
が
一
九
○
○
年
に
創
刊
し
た
「
旗
」
（
シ
－
１
口
肴
凹
》
）
と
い
う
新
聞
は
、
お
よ
そ
一
万
部
を
発

行
し
、
教
育
あ
る
層
に
広
く
読
ま
れ
た
。
一
九
○
六
年
初
め
に
占
領
当
局
が
ト
ル
コ
と
領
土
紛
争
を
起
こ
し
た
時
、
こ
れ
ら
民
族
主

義
者
は
反
英
・
反
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
に
お
け
る
連
帯
感
か
ら
ト
ル
コ
を
支
持
し
た
が
、
こ
れ
を
ク
ロ
ー
マ
ー
ら
は
エ
ジ
プ
ト
の
国

益
を
顧
み
な
い
イ
ス
ラ
ー
ム
狂
信
主
義
の
怡
頭
と
み
な
し
、
脅
威
を
感
じ
た
。

３

そ
こ
へ
、
同
年
六
月
、
デ
ィ
ン
シ
ュ
ワ
ー
ィ
（
□
旨
、
冒
勤
事
件
が
起
き
た
。
す
な
わ
ち
、
ナ
イ
ル
・
デ
ル
タ
の
そ
の
村
で
、
行
軍

途
中
の
イ
ギ
リ
ス
兵
の
一
団
が
、
ハ
ト
撃
ち
に
興
じ
、
食
用
に
ハ
ト
を
飼
っ
て
い
た
村
人
と
紛
争
に
な
っ
た
。
銃
の
暴
発
（
？
）
が

一
婦
人
を
傷
つ
け
、
一
団
は
村
人
に
暴
行
を
受
け
た
が
、
一
人
が
逃
げ
帰
る
途
中
、
日
射
病
に
な
っ
て
死
亡
し
た
事
件
で
あ
る
。
ク

し
、
一
八
九
一
一
年
に
任
用
規
則
を
設
け
、
一
般
に
下
級
職
員
は
初
等
教
育
、
上
級
職
員
は
中
等
教
育
の
修
了
者
と
し
た
が
、
選
抜
方

法
は
省
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
エ
ジ
プ
ト
人
官
吏
の
大
部
分
は
月
給
三
○
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
以
下
の
中
・

下
級
職
員
で
あ
り
、
高
級
職
は
前
述
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
ほ
と
ん
ど
独
占
さ
れ
、
エ
ジ
プ
ト
人
は
能
力
よ
り
も
忠
誠
度
に
よ
っ

て
任
免
さ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
し
か
も
、
エ
ジ
プ
ト
国
民
の
中
で
も
、
土
着
エ
ジ
プ
ト
人
は
民
族
主
義
的
で
あ
る
と
し
て
敬
遠

さ
れ
、
ト
ル
コ
系
旧
支
配
層
の
子
孫
（
す
で
に
相
当
エ
ジ
プ
ト
化
し
て
い
た
が
）
や
シ
リ
ア
か
ら
の
移
民
（
フ
ラ
ン
ス
語
を
話
す
キ

リ
ス
ト
教
徒
が
多
か
っ
た
）
が
重
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
し
た
が
っ
て
、
エ
ジ
プ
ト
古
来
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
１
１
コ
プ
ト
教
徒
が
役

２Ⅱ

所
で
占
め
る
比
重
は
、
占
領
前
よ
り
む
し
ろ
低
下
し
た
）
。
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的
支
配
の
象
徴
と
し
て
、
６

で
執
行
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
暴
挙
は
、
広
範
な
エ
ジ
プ
ト
人
を
憤
激
さ
せ
た
の
み
な
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
世
論
に
も
反
擬
を
呼
び
起
こ
し
た
。
イ
ギ
リ

ス
政
府
は
ク
ロ
ー
マ
ー
を
擁
謎
し
た
も
の
の
、
翌
年
三
月
、
彼
は
辞
任
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
裁
判
の
衝
撃
か
ら
、
エ
ジ
プ
ト

で
は
政
党
運
動
が
公
然
化
し
、
一
九
○
七
年
末
、
あ
い
つ
い
で
「
民
衆
党
」
（
酉
い
す
四
一
‐
ロ
日
日
四
）
、
「
国
民
党
」
（
シ
’
１
浬
：
四
一
‐

、

君
呉
囚
昌
）
、
「
憲
法
的
基
礎
の
た
め
の
改
革
党
」
（
冨
困
す
四
一
‐
房
一
目
一
四
一
Ｊ
‐
］
‐
二
号
山
＆
》
四
一
Ｉ
Ｃ
色
の
曰
『
ご
Ｐ
立
憲
党
と
略
称
す
る
）
が

結
成
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
国
民
党
は
カ
ー
ミ
ル
の
指
導
し
た
き
わ
め
て
民
族
主
義
的
な
政
党
で
、
と
く
に
学
生
等
青
年
層
の
支
持

を
得
た
。
民
衆
党
は
、
英
軍
の
即
時
撤
退
よ
り
も
自
治
と
教
育
振
興
を
求
め
る
穏
健
な
政
党
で
、
中
間
層
・
地
主
層
に
支
持
を
得
て

い
た
。
立
憲
党
は
、
藩
王
の
権
威
発
揚
を
目
指
す
貴
族
達
の
政
党
で
、
大
衆
的
基
盤
を
欠
い
た
（
こ
の
ほ
か
、
占
領
政
策
を
擁
識
す

る
シ
リ
ア
人
ら
の
政
党
そ
の
他
が
あ
っ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
影
響
力
を
持
た
な
か
っ
た
）
。
カ
ー
ミ
ル
は
、
国
民
党
結
成
後
数
ヵ
月
で
若

０ ０

く
し
て
（
一
一
一
四
歳
）
病
死
す
る
が
、
フ
ァ
リ
ー
ド
〈
言
・
司
四
『
己
）
が
反
英
民
族
主
義
運
動
の
指
導
を
引
き
継
い
だ
。

ロ
ー
マ
ー
は
こ
れ
に
敏
感
に
反
応
し
、
特
別
軍
事
法
廷
で
裁
か
せ
た
。
こ
の
法
廷
（
エ
ジ
プ
ト
人
の
司
法
相
と
裁
判
所
長
官
、
イ
ギ

リ
ス
人
の
司
法
省
顧
問
と
一
判
事
及
び
占
領
軍
の
一
司
法
将
校
で
構
成
）
は
、
反
英
運
動
へ
の
見
せ
し
め
と
し
て
、
苛
酷
な
判
決
を

下
し
た
’
四
人
を
譽
刑
二
人
を
終
身
刑
十
人
を
十
五
年
か
ら
一
年
の
徴
役
刑
五
人
を
誓
刑
｛
こ
れ
は
専
蟄
懇
意

的
支
配
の
象
徴
と
し
て
、
’
八
九
○
年
代
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
と
し
、
し
か
も
絞
首
刑
と
答
刑
を
村
人
の
面
前

⑤
自
由
化
政
策
の
失
敗

ク
ロ
ー
マ
ー
の
後
任
は
、
エ

ス
ト
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
壬

よ
う
と
し
た
。
具
体
的
に
は
、 エ
ジ
プ
ト
で
内
務
省
及
び
財
務
省
の
顧
問
を
勤
め
た
あ
と
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
の
次
官
を
し
て
い
た
ゴ
ー

エ
ジ
プ
ト
の
民
族
主
義
を
無
視
あ
る
い
は
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
か
わ
り
に
、
若
干
の
譲
歩
を
し
て
懐
柔
し
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①
州
評
議
会
は
、
そ
れ
ま
で
何
の
実
権
も
持
た
な
か
っ
た
が
、
一
定
の
自
治
権
を
持
た
せ
た
。
す
な
わ
ち
、
地
域
行
政
、
と
く

に
学
校
教
育
に
対
す
る
管
轄
権
を
与
え
、
地
方
税
と
し
て
地
租
を
五
％
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
を
許
し
た
。

②
中
央
で
は
、
内
閣
を
更
迭
し
、
そ
れ
ま
で
の
ト
ル
コ
系
貴
族
達
に
代
え
て
、
首
相
の
ガ
ー
リ
ー
（
団
員
『
Ｅ
の
国
凹
⑩
厨
の
冨
戸
コ

プ
ト
教
徒
）
を
は
じ
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
教
育
を
受
け
た
土
着
エ
ジ
プ
ト
人
を
登
用
し
た
。
ま
た
、
立
法
評
議
会
の
会
議
を
公
開

と
し
、
こ
れ
に
大
臣
喚
問
権
を
与
え
た
（
し
か
し
、
大
臣
は
回
答
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
た
）
。

９

③
官
庁
で
も
、
高
級
職
に
エ
ジ
プ
ト
人
を
登
用
し
よ
う
と
努
め
た
が
、
一
」
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
官
僚
達
の
抵
抗
に
会
っ
た
。

こ
れ
ら
の
譲
歩
は
、
民
族
主
義
運
動
を
沈
静
化
さ
せ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
勢
い
づ
か
せ
た
。
フ
ァ
リ
ー
ド
の
率
い
る
国
民
党
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
左
翼
勢
力
の
精
神
的
支
援
を
受
け
つ
つ
、
国
内
で
は
拾
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
労
働
者
階
級
に
も
影
響
力
を
及
ぼ
し
始
め

た
。
労
働
組
合
運
動
は
、
エ
ジ
プ
ト
で
も
、
今
世
紀
に
入
る
や
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
熟
練
・
半
熟
練
労
働
者
の
組
織
化
に
よ
っ
て
緒
に

つ
い
て
い
た
が
、
一
九
一
○
年
前
後
に
エ
ジ
プ
ト
人
労
働
者
の
組
合
も
登
場
す
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
も
、
占
領
前
か
ら
例
が
あ
っ
た
が
、

今
世
紀
に
入
っ
て
頻
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ゴ
ー
ス
ト
は
、
譲
歩
の
一
方
で
、
急
進
化
を
抑
え
る
べ
く
、
一
九
○
九
年
に
「
新
聞

法
」
（
Ｃ
習
冒
四
一
‐
昌
呉
目
《
ｕ
【
）
と
「
行
政
収
容
法
」
（
Ｃ
習
冒
、
一
‐
ｚ
囚
司
四
一
‐
》
己
山
『
副
）
を
定
め
さ
せ
て
、
新
聞
記
事
の
検
閲
と
犯
罪
容
疑

者
の
監
視
・
隔
離
を
行
な
わ
せ
た
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
当
然
反
英
運
動
を
い
っ
そ
う
刺
激
す
る
。
さ
ら
に
、
ゴ
ー
ス
ト
は
、
主
と

し
て
エ
ジ
プ
ト
の
資
金
と
労
働
力
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
な
が
ら
、
結
局
エ
ジ
プ
ト
に
ほ
と
ん
ど
利
益
を
も
た
ら
さ
ず
に
い
た
ス
エ
ズ

運
河
に
関
し
て
、
九
九
年
間
二
八
六
九
’
一
九
六
八
年
）
の
契
約
を
延
長
し
て
利
権
料
を
払
わ
せ
る
べ
く
、
運
河
会
社
と
交
渉
さ

せ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
知
っ
た
エ
ジ
プ
ト
の
世
論
は
大
反
対
し
二
股
議
会
も
反
対
を
決
議
）
、
ガ
ー
リ
ー
首
相
は
暗
殺
さ
れ
、
交

渉
打
ち
切
り
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
民
族
主
義
運
動
を
懐
柔
す
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま
す
敵
対
的
に
さ
せ
た
ゴ
ー
ス
ト
は
、
一

回 ０

九
一
一
一
年
、
失
意
の
う
ち
に
病
死
す
る
。

ゴ
ー
ス
ト
の
後
継
者
と
な
っ
た
キ
ッ
チ
ナ
ー
は
、
非
妥
協
的
軍
人
で
あ
り
、
民
族
主
義
運
動
に
厳
し
い
態
度
で
臨
ん
だ
。
フ
ァ
リ
ー
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ド
ら
国
民
党
の
指
導
者
達
は
投
獄
な
い
し
亡
命
さ
せ
ら
れ
、
か
つ
て
キ
ッ
チ
ナ
ー
を
侮
辱
し
た
藩
王
ア
ッ
バ
ー
ス
は
、
ワ
ク
フ
の
支

配
や
叙
勲
等
の
権
限
を
削
減
さ
れ
た
（
一
九
一
三
年
ワ
ク
フ
省
設
置
）
。
一
方
、
キ
ッ
チ
ナ
ー
は
、
穏
健
派
を
味
方
に
つ
け
る
べ
く
、

立
法
評
議
会
と
一
般
議
会
を
統
合
し
た
「
立
法
議
会
」
（
ど
ｌ
］
四
日
四
一
ｇ
ｍ
ｍ
－
Ｉ
目
、
印
胃
剴
百
）
閣
僚
及
び
十
七
名
の
任
命
議
員
と
、
六
六

名
の
選
出
議
員
で
構
成
）
を
設
け
て
若
干
の
権
限
を
与
え
（
新
規
課
税
の
拒
否
権
等
）
、
被
選
挙
権
を
三
五
歳
以
上
の
教
育
あ
る
高
額
納

税
者
に
限
っ
て
、
一
九
一
三
年
に
選
挙
を
行
な
わ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
議
会
で
は
民
衆
党
が
多
数
を
占
め
、
国
民
党
は
ほ
と
ん
ど
代

表
者
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
議
会
で
選
出
議
員
代
表
と
し
て
副
議
長
と
な
っ
た
の
が
、
一
九
一
九
年
以
降
独
立
運
動
を
指
導
す

ば

る
こ
と
に
な
る
ザ
グ
ル
ー
ル
（
の
．
Ｎ
山
晋
一
ロ
ー
）
で
あ
る
。
キ
ッ
チ
ナ
ー
は
ま
た
、
貧
し
い
農
民
の
生
活
を
改
善
す
べ
く
、
水
利
事
業
、
土

地
分
配
、
公
衆
衛
生
面
に
力
を
入
れ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
ふ
れ
る
。

⑥
教
育
普
及
の
停
滞

こ
れ
ま
で
は
、
誰
か
が
何
か
を
し
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
た
が
、
次
は
む
し
ろ
、
何
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
話
し
で
あ
る
。

エ
ジ
プ
ト
の
公
教
育
は
、
一
八
六
○
～
七
○
年
代
に
相
当
の
前
進
を
見
せ
て
い
た
の
だ
が
、
七
○
年
代
末
か
ら
財
政
危
機
の
た
め
後

退
が
始
ま
り
、
占
領
後
も
長
期
に
わ
た
っ
て
歳
入
の
一
％
以
下
し
か
教
育
に
支
出
で
き
な
い
状
態
が
続
い
た
。
国
立
の
初
・
中
等
学

校
は
新
た
に
有
料
と
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
徒
数
を
削
減
し
、
高
等
教
育
機
関
は
法
律
・
医
学
・
技
術
の
三
専
門
学
校
及
び
教

員
・
士
官
・
警
察
幹
部
養
成
学
校
以
外
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ク
ロ
ー
マ
ー
ら
は
、
エ
ジ
プ
ト
人
に
高
度
の
教
育
を
与
え
て
民
族

主
義
的
知
識
人
を
作
り
出
す
こ
と
を
警
戒
し
、
中
級
官
吏
・
技
術
者
を
養
成
す
れ
ば
足
り
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九

○
○
年
頃
か
ら
、
財
政
に
少
し
余
裕
も
生
じ
、
大
衆
教
育
に
取
り
組
む
姿
勢
を
見
せ
始
め
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
放
置
さ
れ
て

い
た
イ
ス
ラ
ー
ム
寺
院
付
属
学
校
に
対
し
て
、
政
府
の
指
導
に
基
い
て
読
み
書
き
、
算
数
を
教
え
れ
ば
補
助
金
を
出
す
こ
と
に
し
、

男
女
の
教
員
養
成
学
校
を
二
校
ふ
や
し
た
。
ま
た
、
初
歩
的
技
術
訓
練
施
設
を
各
地
に
設
け
た
。
官
庁
で
イ
ギ
リ
ス
人
が
重
き
を
な
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、
小
括

こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
当
初
は
早
期
撤
退
の
方
針
で
あ
っ
た
し
、
国
際
環
境
及
び
エ
ジ
プ
ト
の
国
民
感
情
に
も
配
慮
し
て

露
骨
な
支
配
権
行
使
を
避
け
、
伝
統
的
支
配
体
制
の
再
編
成
と
破
綻
し
た
財
政
の
再
建
を
主
導
す
る
に
と
ど
め
た
。
し
か
し
、
占
領

長
期
化
を
見
込
む
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
、
司
法
制
度
、
つ
い
で
行
政
機
構
全
般
の
改
革
に
着
手
し
、
藩
王
及
び
エ
ジ
プ
ト
人
閣
僚

の
背
後
で
イ
ギ
リ
ス
総
領
事
及
び
イ
ギ
リ
ス
人
顧
問
が
実
権
を
ふ
る
っ
た
。
各
省
で
は
高
級
職
・
技
術
職
を
イ
ギ
リ
ス
人
を
始
め
と

す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
ほ
ぼ
独
占
し
、
次
節
で
見
る
公
共
事
業
の
推
進
や
、
地
方
行
政
の
近
代
化
に
貢
献
し
た
。
し
か
し
、
公
教
育

す
に
つ
れ
、
国
立
学
校
の
授
業
に
お
い
て
も
英
語
の
比
重
が
高
ま
り
、
一
九
○
○
年
頃
に
は
仏
語
や
ア
ラ
ビ
ア
語
を
押
し
の
け
て
主

要
語
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
エ
ジ
プ
ト
の
世
論
が
反
犠
し
た
し
、
エ
ジ
プ
ト
人
教
員
が
ふ
え
て
く
る
と
、
徐
々
に
ア
ラ
ビ

ア
語
が
再
導
入
さ
れ
る
。
エ
ジ
プ
ト
の
世
論
は
ま
た
、
文
化
面
の
高
等
教
育
を
要
求
し
て
、
一
九
○
八
年
に
私
立
大
学
の
創
立
を
認

め
さ
せ
た
。
こ
れ
が
の
ち
の
カ
イ
ロ
大
学
で
あ
る
が
、
エ
ジ
プ
ト
の
独
立
ま
で
小
規
模
の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
。
国
費
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
留
学
し
た
少
数
の
学
生
の
間
で
は
、
人
文
科
学
専
攻
者
の
比
率
が
高
か
っ
た
。
古
来
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
研
究
・
教
育
の
中
心
で
あ
っ

た
ア
ズ
ハ
ル
（
シ
－
１
旨
冒
『
）
寺
院
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
を
目
指
す
思
想
家
ア
プ
ド
ゥ
フ
（
ｇ
’
・
鈩
菖
目
）
ら
の
努
力
で
、
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
、
施
設
、
教
師
・
学
生
の
待
遇
が
若
干
改
善
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
一
九
一
○
年
に
国
立
初
等
学
校
の
生
徒
が
八
、
六
四
四
人
、

同
中
等
学
校
が
二
、
一
九
七
人
、
政
府
の
補
助
す
る
寺
院
付
属
学
校
は
一
九
○
六
年
に
四
、
四
一
一
一
二
校
、
生
徒
一
五
万
六
、
五
四
二

人
を
数
え
た
が
、
こ
の
ほ
か
補
助
を
受
け
な
い
寺
院
付
属
学
校
や
キ
リ
ス
ト
教
会
付
属
学
校
が
多
数
存
在
し
た
。
女
子
教
育
で
は
こ

の
後
者
の
役
割
が
大
き
く
、
一
九
一
四
年
に
国
立
学
校
の
女
子
生
徒
が
七
八
六
人
で
し
か
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
教
会

系
学
校
だ
け
で
五
、
五
一
七
人
を
擁
し
た
。
と
も
あ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
下
に
教
育
普
及
は
停
滞
し
、
一
九
○
七
年
に
識
字
人
口
は

飼

わ
ず
か
八
・
五
％
で
あ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
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は
、
財
源
不
足
と
民
族
主
義
へ
の
警
戒
か
ら
、
占
領
前
よ
り
む
し
ろ
後
退
し
、
教
育
普
及
・
人
材
育
成
が
遅
れ
た
。
民
族
主
義
運
動

は
、
占
領
後
意
気
錆
沈
し
て
い
た
が
、
一
八
九
二
年
に
藩
王
と
な
っ
た
ア
ッ
バ
ー
ス
の
ク
ロ
ー
マ
ー
と
の
対
立
や
、
一
九
○
六
年
の

デ
ィ
ン
シ
ュ
ワ
ー
イ
事
件
を
契
機
に
再
び
高
揚
し
、
一
九
○
七
年
に
は
諸
政
党
を
組
織
す
る
に
至
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
占
領
当
局

は
、
急
進
派
を
弾
圧
す
る
一
方
、
若
干
の
譲
歩
に
よ
り
穏
健
派
を
懐
柔
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
あ
ま
り
成
功
し
な
か
っ
た
。
こ
う
し

て
、
行
政
面
で
の
中
央
集
権
化
と
合
理
化
が
進
ん
だ
が
、
政
治
参
加
は
抑
圧
さ
れ
、
民
族
主
義
的
知
識
層
の
不
満
が
蓄
積
さ
れ
つ
つ

あ
っ
た
。

注

仙
シ
一
‐
め
口
ご
己
６
℃
．
。
］
〔
・
も
ロ
・
患
Ｉ
い
』
・
・
シ
・
シ
ー
‐
幻
凹
〔
尉
鈩
’
１
円
冨
尋
『
蝕
皿
一
‐
ご
『
：
ご
口
ミ
ロ
ー
ー
‐
二
三
回
】
回
］
‐
盲
、
言
い
『
（
ウ
ラ
ー
ビ
ー
革
命
と
イ
ギ
リ

ス
に
よ
る
占
領
）
〈
隼
ａ
＆
・
・
ｏ
昌
『
Ｐ
巳
Ｓ
）
．
Ｓ
・
』
『
．

②
し
か
し
、
一
八
九
二
年
か
ら
一
九
○
四
年
に
か
け
て
は
、
立
法
評
織
会
は
、
相
当
の
抵
抗
精
神
を
示
し
た
。
Ｆ
凹
己
目
６
已
・
、
芦
・
・
国
『
⑪
（
勺
、
耳
『
ｎ
コ
．
ｍ
・

少
－
１
厨
｛
弐
・
三
】
、
『
：
１
－
‐
⑩
因
習
…
．
、
毒
・
堕
陣
目
・
層
や
～
呂
唖
・
少
］
‐
爵
【
可
》
三
巨
管
（
凶
【
四
目
］
…
ｈ
可
・
】
⑪
。

③
目
侭
己
。
『
．
。
□
．
ｎ
岸
・
》
ロ
ロ
・
雪
１
９
．
シ
－
１
ｍ
ｍ
旨
昼
８
．
，
】
【
・
・
ｇ
・
望
～
詔
・

側
目
一
召
・
『
・
・
己
．
。
】
【
・
・
目
白
～
国
・
と
‐
の
ｍ
ご
眞
○
ロ
．
。
－
［
・
も
□
・
亀
Ｉ
『
』
．

⑤
国
冒
・
『
６
℃
。
、
一
言
・
も
つ
・
ヨ
ー
田
・
石
田
進
『
帝
国
主
義
下
の
エ
ジ
プ
ト
経
済
』
（
一
九
七
四
年
）
一
一
一
一
一
一
五
～
三
四
五
、
一
一
一
五
七
～
三
六
三
ペ
ー
ジ
。

⑥
国
、
。
。
『
６
つ
・
口
【
：
ｇ
・
窟
Ｉ
』
急
．
Ｏ
『
Ｃ
目
の
『
６
℃
．
。
】
〔
．
．
ご
◎
一
・
房
９
・
患
・
中
央
官
庁
は
、
ほ
か
に
外
務
省
と
司
法
省
が
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
農
業

省
と
ワ
ク
フ
省
が
追
加
さ
れ
る
（
本
文
に
後
述
）
。

、
目
一
目
ｏ
『
》
・
ロ
．
、
一
｛
・
・
ｇ
』
圏
Ｉ
庭
⑨
．
］
・
Ｚ
・
ロ
・
少
己
の
『
の
。
目
農
園
乏
勾
の
〔
・
『
己
盲
同
迫
ロ
［
》
扇
ぎ
～
巴
豊
弓
一
己
雪
・
］
｛
．
。
□
．
。
］
［
・
・
弓
・
碑
】
、
～
圏
』
・

凶
目
の
戸
◎
己
．
。
【
・
・
９
ｍ
・
笛
～
』
・
犯
罪
の
埴
加
は
、
社
会
変
動
に
伴
う
伝
統
的
生
活
様
式
や
価
値
観
の
動
揺
と
関
係
が
あ
る
。
国
の
日
巨
の
６
℃
．
ｎ
】
〔
・
『
弓
・

局
『
～
』
麓
参
照
。

9）（８

、
『
◎
ヨ
の
『
。
。
ご
・
、
】
［
・
》
二
○
一
・
一
Ｐ
ロ
ロ
・
←
①
ｍ
ｌ
豊
』
・

少
｜
‐
の
四
冒
昼
Ｃ
ロ
・
ｎ
－
一
・
》
８
．
③
．
『
一
目
（
）
『
６
℃
．
。
】
〔
・
》
：
．
ｍ
・
少
］
‐
丙
黙
一
一
『
》
冨
巨
⑩
国
歓
黒
山
目
］
…
・
弓
・
酉
９
１
雪
弓
山
国
の
臼
巨
の
６
己
．
ｎ
芦
，
七
℃
』
＄

●
●
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伽Ｆ四且ロＰＣ□．ｎ】【Ｊ⑫の８己勺四１．のう⑪．」～、．シ］１用黙買言巨や画｛山【山昌一…》ｎ房・］尊～］』・目一狛己Ｃ『・Ｃｐ・口一・・弓・屋Ｃ～⑭ｇ・
少’０ｍ四冒望江・○℃・口（・ロロロ』『』～』場．、四［『四ロマ○℃．、芦・・ｎ戸句・諺，。。］。⑫、冒昌旦斤己］Ｈ・・宝目迂の回、］官国ヨヱ四斤】。ご色二の（勺四【汁］”］ｍｇＩこ』しご
旨函。］〔》ｏｐｎ－【・・旨・Ｎｍ琶一□・倉目汀の○ユ、旨い。［［ずの回すの『四一ｎｏ己降】白昼Ｃ口昌一の（で、耳］ご同困望ロ［薯旨】す苞：

⑬
『
｝
ぬ
ロ
・
『
６
℃
。
、
一
斤
．
．
ｇ
・
眉
Ｉ
患
⑪
，
Ｐ
一
・
日
６
℃
．
。
－
斤
・
も
ロ
・
『
中
～
麗
少
］
‐
厨
帛
員
三
島
目
］
目
且
園
『
己
…
も
ロ
・
」
巴
～
】
旨
・

剛
弓
碕
目
『
６
℃
．
。
】
戸
・
弓
・
＄
』
～
単
］
』
・
Ｐ
一
・
己
６
℃
．
、
岸
．
．
ｇ
・
臣
Ｉ
］
］
密
・
少
］
‐
甸
山
『
司
・
冨
巨
官
ヨ
ョ
且
圃
『
＆
…
》
、
旨
・
←
～
動
・
労
働
運
動
に
関
し
て
、

］
・
口
の
ご
旨
》
倉
田
。
。
目
【
一
・
口
。
〔
〔
ず
の
向
田
ロ
三
目
君
。
『
云
冒
、
Ｑ
固
の
の
愚
（
言
の
１
℃
勺
の
百
．
１
ｍ
・
句
①
す
．
】
垣
巴
）
ロ
ロ
・
】
Ｊ
～
巳
・
ス
エ
ズ
運
河
に
関
し
て
、
今
尾
登

『
ス
エ
ズ
運
河
の
研
葬
＋
１
１
外
交
史
的
・
政
治
的
・
経
済
的
地
位
』
（
一
九
五
七
年
）
、
一
一
一
一
一
五
１
一
一
四
四
ペ
ー
ジ
。

⑪弓一管ＯＨ６ロ。。】【・》弓・曽』～巴⑫．Ｆ一。且６℃・ｎ－〔・－９．℃・Ｐ四己呂６℃．ｎ］（・一国厨〔石臼１．９．③。シ一‐幻典】一鄙・言巨富目目且司凹『己…》
つ
つ
。
』
ヨ
ー
雷
の
は
、
立
法
議
会
は
何
ら
の
進
歩
で
も
な
か
っ
た
と
す
る
。
事
実
、
議
会
は
一
九
一
四
年
一
～
六
月
の
初
会
期
の
あ
と
、
第
一
次
大
戦
の

た
め
一
一
度
と
召
集
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

⑪弓『、ロ。【》８．，】〔・・ロロ・雪］ｃ‐筐函・］・ｎＣＳ『目・同旦巨８斤】◎ニヨーロ巴ご【（ＦＣａｏＰ】⑫霊｝マロラ・函・○三のロ》。□・ａ〔．ごロ・旨］。

⑰（】6！ ～
■
＄
．
●
『
Ｃ
日
の
【
・
シ
ワ
ワ
山
の
唐
（
Ｆ
Ｃ
ｐ
ｇ
Ｃ
ｐ
・
』
し
届
）
ご
ｎ
ケ
い
・
函
～
』
・

川目】胸己。『》○℃・ロ［・ヨロロ・巴⑤～巴』陣』認～』巴・◎『◎ョの『》８．，－（・・ごｏ一・臣》ｂｂ・己』～巴酉・
伽弓碕。。円》○つ．、一斤．〉ごロ・］ｇ～民麗．Ｏ『Ｃョの『。。□・ロー｛・》ご●一・国マロゴ’ｓ・◎。］ぐご・◎つ．、一斤・マロロ・患②～』患，
⑰
『
一
ｍ
ロ
。
『
》
Ｃ
己
・
ａ
［
・
・
ｇ
・
』
ヨ
ー
得
。
．
】
忠
ｌ
呂
切
伜
Ｓ
ｍ
１
曲
ｇ
・
○
『
。
ｐ
】
の
『
．
。
ご
・
。
｛
【
・
・
ぐ
。
］
・
【
『
．
ｎ
房
・
韻
Ｉ
急
・

側
多
く
の
新
聞
が
フ
ラ
ン
ス
人
等
外
国
人
を
参
加
さ
せ
、
特
権
に
よ
っ
て
保
讃
さ
れ
て
い
た
た
め
も
あ
る
。

伽
弓
】
堀
口
：
。
□
・
具
．
．
ｇ
・
噛
金
～
』
ｇ
・
少
一
‐
の
凹
弓
丘
◎
ロ
．
、
岸
・
壹
弓
・
』
圏
Ｉ
』
＄
・
少
］
‐
丙
凶
〔
ゴ
》
三
巨
切
官
田
尻
凶
昌
一
…
。
。
与
・
①
倖
層
・
」
ヨ
ー
岳
唖
・

咽
ダ
ニ
シ
ュ
ワ
ー
ィ
Ｓ
ｍ
己
雌
冒
「
図
）
と
呼
ぷ
研
究
者
も
い
る
（
回
目
目
６
℃
・
９
（
・
・
弓
・
亀
～
ｇ
）
。
ア
ラ
ビ
ア
語
の
発
音
は
、
し
ば
し
ば
母
音
を
定
め

、
◎

し

す
る
。

目
的
ロ
。
『
６
つ
．
。
】
戸
も
つ
・
画
９
１
畠
③
．
シ
］
‐
、
凹
冒
昼
。
や
．
ｎ
房
も
つ
』
＄
～
」
召
・
少
〒
宛
凹
帛
貸
言
巨
、
官
諏
宍
凹
目
一
一
…
》
８
．
］
忠
～
ｇ
『
・

む
し
ろ
「
愛
国
党
」
と
で
も
訳
す
べ
き
だ
が
、
慣
例
に
従
う
。
智
号
四
一
‐
ご
目
冒
を
こ
そ
「
国
民
党
」
と
訳
す
べ
き
だ
が
、
仮
り
に
「
民
衆
党
」
と

し
ば
し
ば
母
音
を
定
め
難
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⑩
財
政
改
革

占
領
後
数
年
間
は
、
財
政
の
破
産
回
避
が
最
優
先
さ
れ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
そ
れ
は
、
主
と
し
て
行
政
費
の
徹
底
的
切
り
詰
め

に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
歳
入
の
不
足
は
さ
し
あ
た
り
新
規
借
款
に
よ
っ
て
補
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
エ
ジ
プ
ト
の
外
国
借

款
に
は
、
関
係
列
強
の
合
意
が
必
要
と
さ
れ
た
か
ら
、
繰
り
返
し
借
款
に
頼
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
、
増
税
は
既
存
の
税

制
の
諸
矛
盾
を
放
置
し
た
ま
ま
で
は
も
は
や
不
可
能
に
近
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
八
六
○
～
七
○
年
代
に
私
有
権
が
確
立
さ
れ

た
旧
国
有
地
は
、
従
来
か
ら
の
私
有
地
（
主
と
し
て
ト
ル
コ
系
支
配
層
や
村
長
層
が
所
有
し
て
い
た
）
と
比
べ
て
重
く
、
苛
酷
な
地

租
を
課
さ
れ
て
い
た
。
ま
だ
土
地
以
外
の
財
産
や
経
済
活
動
に
対
し
て
も
多
種
多
様
の
課
税
が
な
さ
れ
、
し
か
も
徴
税
吏
が
一
般

そ
こ
で
、
税
制
改
革
が
焦
眉
の
課
題
と
な
っ
た
が
、
地
租
の
全
面
的
見
直
し
は
、
農
地
調
査
を
前
提
と
す
る
。
当
面
の
対
策
と
し

て
、
お
よ
そ
百
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
ま
で
の
税
金
滞
納
分
を
免
除
し
た
り
、
地
租
課
税
率
の
上
限
を
小
作
料
の
一
一
一
分
の
一
に
減
じ
て
、

多
く
の
農
民
を
没
落
か
ら
救
っ
た
。
同
時
に
、
徴
税
吏
に
定
額
給
与
（
歩
合
給
で
な
く
）
を
払
っ
て
よ
り
厳
し
く
監
督
し
、
ま
た
税

制
細
則
を
公
表
し
て
徴
税
の
公
正
化
を
図
っ
た
。
財
政
再
建
が
軌
道
に
乗
っ
た
一
八
八
九
年
に
は
、
運
河
の
建
設
・
維
持
の
た
め
の

賦
役
を
廃
止
し
、
そ
の
後
専
門
職
業
税
（
こ
れ
は
、
同
業
組
合
存
続
の
た
め
の
最
後
の
拠
り
所
で
あ
っ
た
）
、
羊
・
山
羊
税
、
計
量
税
、

ナ
イ
ル
航
行
税
、
物
品
入
市
税
等
を
廃
止
し
、
塩
税
、
郵
便
・
電
報
・
鉄
道
料
金
等
を
引
き
下
げ
た
が
、
後
者
は
消
費
量
・
利
用
高

の
急
増
で
か
え
っ
て
収
入
増
と
な
っ
た
。
家
屋
税
も
引
き
下
げ
た
が
、
免
税
特
権
を
享
受
し
て
い
た
ョ
１
ロ
ッ
パ
人
か
ら
も
徴
収
す

る
こ
と
で
収
入
を
ふ
や
し
た
。
タ
バ
コ
税
だ
け
は
引
き
上
げ
、
し
か
も
国
内
で
タ
バ
コ
の
生
産
を
禁
止
し
た
。
一
八
九
五
年
に
は
い

に
腐
敗
し
て
い
た
。

三
、
経
済
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よ
い
よ
農
地
調
査
も
開
始
し
た
が
、
地
主
の
抵
抗
を
排
す
る
た
め
に
、
増
税
を
目
的
と
し
な
い
方
針
を
と
っ
た
の
で
、
旧
来
の
私
有

地
の
増
税
は
旧
国
有
地
の
減
税
で
相
殺
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
両
者
の
区
別
が
な
く
な
り
、
所
有
権
が
明
確
と
な
り
、
ま
た
以
後
三
十

２

年
間
は
増
税
を
し
な
い
と
約
束
さ
れ
た
。

財
政
に
関
し
て
は
、
一
八
八
五
年
の
通
貨
改
革
に
も
ふ
れ
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
通

貨
の
ほ
か
様
々
な
外
国
通
貨
が
流
通
し
て
い
た
が
、
こ
の
年
に
エ
ジ
プ
ト
独
自
の
金
貨
・
銀
貨
を
鋳
造
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
九
一
年
ま
で
に
合
計
五
万
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
分
が
発
行
さ
れ
た
だ
け
に
終
わ
り
、
英
仏
土
の
硬
貨
も
引
き
統

３

き
流
通
し
て
い
た
が
、
や
が
て
イ
ギ
リ
ス
の
ポ
ン
ド
が
独
占
的
地
位
を
占
め
る
に
至
る
。
九
八
年
に
は
「
国
民
銀
行
」
（
目
冨

三
目
・
目
一
国
四
目
と
英
語
で
名
乗
っ
た
）
が
、
主
と
し
て
英
国
資
本
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
商
業
銀
行
と
し
て
の
業
務
の
ほ
か
に
党
換

４

紙
幣
の
発
行
に
あ
た
る
｝
」
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
発
行
高
は
結
局
一
一
一
百
万
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
に
も
達
せ
ず
に
終
わ
る
。
通
貨
面
で

も
、
エ
ジ
プ
ト
は
全
く
ポ
ン
ド
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
圏
に
組
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
通
貨
は
安
定
し
、
税
制
も
合
理
化
さ
れ
た
。
そ
し
て
後
述
す
る
よ
う
に
エ
ジ
プ
ト
経
済
が
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
政

府
の
歳
入
も
増
加
す
る
。
す
な
わ
ち
、
通
常
収
入
が
、
一
八
八
五
年
か
ら
一
九
一
三
年
ま
で
に
、
地
租
は
四
九
七
万
エ
ジ
プ
ト
・
ポ

ン
ド
（
以
下
同
じ
）
か
ら
五
○
四
万
と
ほ
と
ん
ど
ふ
え
て
い
な
い
が
、
関
税
が
七
一
万
か
ら
二
一
三
万
、
タ
バ
コ
税
一
一
一
万
↓
一
七

一
一
万
、
鉄
道
・
郵
便
・
電
報
事
業
収
入
一
八
二
万
↓
四
三
一
一
一
万
へ
と
そ
れ
ぞ
れ
大
き
く
伸
び
、
そ
の
他
を
加
え
た
合
計
は
九
六
四
万

か
ら
一
、
七
三
七
万
へ
と
八
○
％
も
ふ
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
通
常
支
出
は
、
同
期
間
に
公
債
償
還
費
・
内
廷
費
・
貢
納
・
年

金
・
軍
事
費
（
占
領
軍
費
を
含
む
）
を
合
わ
せ
た
分
が
七
○
二
万
か
ら
六
五
六
万
に
減
少
す
る
一
方
、
省
庁
費
が
二
四
六
万
か
ら
五

六
八
万
（
公
共
事
業
省
だ
け
で
七
三
万
か
ら
一
四
一
万
へ
）
、
鉄
道
・
郵
便
・
電
報
事
業
支
出
が
八
五
万
か
ら
二
六
四
万
と
伸
び
、
合

計
一
、
○
三
四
万
か
ら
一
、
四
八
八
万
へ
四
四
％
の
増
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
借
款
や
国
有
地
の
分
割
販
売
に
よ
る
臨
時
収

入
が
あ
り
、
他
方
、
ス
ー
ダ
ン
遠
征
や
公
共
事
業
の
た
め
の
臨
時
支
出
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
公
共
事
業
費
や
省
庁
費
は
、
一
九
○
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②
公
共
事
業
の
推
進

税
制
改
革
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
む
し
ろ
過
重
な
課
税
率
の
軽
減
を
目
的
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
税
収
を
ふ
や
す
に
は
、
国
民

生
産
を
ふ
や
し
、
尺
イ
」
を
大
き
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
一
九
世
紀
前
半
か
ら
政
府
の
手

で
か
ん
が
い
や
輸
送
施
設
の
改
良
・
普
及
が
図
ら
れ
、
輸
出
用
農
作
物
（
主
と
し
て
綿
花
）
の
生
産
が
急
増
し
て
い
た
。
占
領
後
も
、

こ
の
政
策
が
引
き
継
が
れ
る
。
一
八
八
四
年
、
公
共
事
業
省
に
イ
ギ
リ
ス
人
顧
問
が
任
命
さ
れ
る
と
、
彼
は
全
国
を
八
地
域
に
分
け

て
そ
れ
ぞ
れ
に
イ
ン
ド
政
庁
か
ら
連
れ
て
き
た
「
か
ん
が
い
監
督
官
」
を
配
置
し
た
。
ま
た
、
’
八
六
三
年
に
一
応
竣
工
し
な
が
ら

あ
ま
り
機
能
を
発
揮
し
て
い
な
か
っ
た
カ
イ
ロ
北
郊
の
ナ
イ
ル
堰
堤
を
、
八
七
年
か
ら
九
○
年
に
か
け
て
補
修
・
改
良
し
、
同
時
に

運
河
網
を
修
復
し
て
デ
ル
タ
地
帯
の
通
年
か
ん
が
い
を
可
能
に
し
た
。
運
河
の
整
備
に
は
、
機
械
を
導
入
し
て
農
民
を
賦
役
か
ら
解

放
し
た
。
占
領
当
初
の
厳
し
い
財
政
事
情
の
中
で
も
こ
れ
ら
の
こ
と
が
な
さ
れ
た
が
、
九
○
年
代
に
い
く
ら
か
余
裕
が
出
て
く
る
と
、

上
エ
ジ
プ
ト
（
ナ
イ
ル
上
流
）
に
も
通
年
か
ん
が
い
を
拡
げ
る
方
策
が
検
討
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
ア
ス
ワ
ン
・
ダ
ム
二
九
○
二

年
竣
工
、
一
九
○
七
’
一
二
年
に
拡
大
）
や
ア
シ
ュ
ー
ト
堰
堤
（
一
九
○
二
年
竣
工
）
及
び
運
河
網
が
建
設
さ
れ
た
。
ま
た
、
輸
送

施
設
の
改
善
も
手
が
け
ら
れ
、
鉄
道
・
道
路
網
の
拡
充
や
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
港
の
改
良
が
行
な
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
○
四
年

の
英
仏
協
商
後
、
公
債
管
理
委
員
会
の
権
限
が
縮
少
さ
れ
、
国
鉄
や
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
港
、
電
報
局
の
国
際
管
理
も
廃
止
さ
れ
た

の
で
、
こ
れ
ら
の
事
業
に
い
っ
そ
う
投
資
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
一
九
一
四
年
ま
で
に
、
エ
ジ
プ
ト
の
鉄
道
総
延
長
は
四
、

三
一
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
な
り
、
こ
れ
は
ト
ル
コ
、
イ
ラ
ン
を
含
む
中
東
諸
国
の
う
ち
で
最
大
の
数
値
で
あ
っ
た
）
。
こ
の
ほ
か
、
’

６

八
九
七
年
以
降
、
ス
ー
ダ
ン
を
再
征
服
し
て
統
治
す
る
た
め
の
費
用
の
大
部
分
を
、
エ
ジ
プ
ト
政
府
が
負
担
し
て
い
る
。

政
府
は
ま
た
、
こ
れ
ら
の
産
業
基
盤
整
備
に
加
え
て
、
よ
り
直
接
的
な
農
業
振
興
策
を
と
っ
て
い
る
。
す
で
に
一
八
八
○
年
代
か

５１

四
年
の
英
仏
協
商
で
フ
ラ
ン
ス
の
態
度
が
変
化
す
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
伸
び
ず
、
そ
の
後
急
増
し
た
も
の
で
あ
る
。
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ら
、
木
綿
の
害
虫
駆
除
と
良
質
種
子
供
給
の
方
策
を
追
求
し
始
め
て
い
た
が
、
九
○
年
代
半
ば
か
ら
綿
花
の
単
位
面
積
当
た
り
収
量

が
低
下
し
始
め
た
の
で
、
よ
り
横
極
的
な
対
策
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
藩
王
立
農
業
協
会
」
を
設
立
し
た
り
、
農
業
学

校
を
ふ
や
し
て
右
の
方
策
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
栽
培
間
隔
を
あ
け
た
り
化
学
肥
料
を
使
用
し
て
地
味
を
良
く
す
る
よ
う
農
民
を

指
導
し
、
ま
た
排
水
や
給
水
制
限
に
よ
っ
て
地
下
水
位
を
上
げ
す
ぎ
な
い
よ
う
努
め
た
。
こ
の
よ
う
な
近
代
的
農
業
の
普
及
は
、
伝

統
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
の
相
続
法
（
遺
産
を
子
孫
が
均
等
に
分
割
）
に
よ
る
農
地
細
分
化
と
あ
い
ま
っ
て
、
農
民
層
の
両
極
分
解
を
促

し
た
。
農
地
調
査
に
よ
る
と
、
一
九
○
○
年
に
五
フ
ァ
ッ
ダ
ン
（
』
（
■
＆
閏
＃
だ
Ｓ
ｍ
曰
圃
）
未
満
の
零
細
土
地
所
有
者
が
約
七
六
・
一

万
人
で
全
体
の
八
一
一
一
・
二
％
な
が
ら
合
計
一
一
一
・
一
一
一
万
フ
ァ
ッ
ダ
ン
、
す
な
わ
ち
全
体
の
二
一
・
八
％
の
土
地
を
し
か
所
有
せ
ず
、

一
方
五
○
フ
ァ
ッ
ダ
ン
以
上
の
大
地
主
が
約
一
・
二
万
人
（
一
・
一
一
一
％
）
で
二
一
一
四
・
四
万
フ
ァ
ッ
ダ
ン
（
四
三
・
九
％
）
を
所
有

し
て
い
た
。
そ
れ
が
一
九
一
三
年
に
は
、
前
者
は
一
四
一
・
一
万
人
（
九
○
・
七
％
）
で
一
四
一
・
九
万
フ
ァ
ッ
ダ
ン
（
一
一
五
・
九
％
）
、

後
者
は
一
・
一
一
一
万
人
（
○
・
八
％
）
で
一
一
四
二
・
一
万
フ
ァ
ッ
ダ
ン
（
四
四
・
二
％
）
と
格
差
が
拡
大
し
て
い
る
。
し
か
も
、
農
村

住
民
中
土
地
を
全
く
待
た
な
い
者
が
三
分
の
一
か
ら
二
分
の
一
（
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
）
を
占
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
政
府
は
、

農
民
へ
の
金
融
と
土
地
供
給
を
試
み
た
。
す
な
わ
ち
、
一
八
九
八
年
に
創
設
し
た
国
民
銀
行
、
つ
い
で
一
九
○
二
年
創
設
の
「
農
業

銀
行
」
に
農
民
向
け
小
額
融
資
を
行
な
わ
せ
た
が
、
小
額
と
言
っ
て
も
多
く
は
二
○
ｉ
五
○
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
で
、
貧
農
は
手
が

出
せ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
一
二
年
に
キ
ッ
チ
ナ
ー
は
通
称
「
五
フ
ァ
ッ
ダ
ン
法
」
を
制
定
さ
せ
、
五
フ
ァ
ッ
ダ
ン
以
下
の
土

地
所
有
者
の
土
地
・
家
屋
・
農
具
の
差
し
押
え
を
禁
じ
た
。
土
地
供
給
は
、
国
有
地
や
か
ん
が
い
事
業
に
よ
る
新
開
地
の
分
割
販
売

に
よ
っ
た
が
、
こ
れ
も
三
○
～
四
○
フ
ァ
ッ
ダ
ン
単
位
の
競
売
で
む
し
ろ
大
地
主
達
を
利
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
キ
ッ
チ
ナ
ー
の
時

に
、
よ
う
や
く
自
営
農
民
を
対
象
に
、
五
フ
ァ
ッ
ダ
ン
程
度
を
単
位
に
原
価
で
（
競
売
に
よ
ら
ず
）
販
売
す
る
政
策
が
と
ら
れ
た
が
、

そ
の
恩
恵
に
浴
し
た
者
は
少
な
か
っ
た
。
キ
ッ
チ
ナ
ー
は
ま
た
、
農
業
局
を
農
業
省
に
昇
格
さ
せ
た
り
（
一
九
一
三
年
）
、
各
地
に
公

７

営
繰
り
綿
市
場
や
良
質
種
子
・
化
学
肥
料
供
給
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
、
自
営
農
民
の
保
謹
・
育
成
に
努
め
た
。
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③
農
業
と
貿
易
の
振
興

こ
う
し
た
政
府
の
農
業
振
興
政
策
に
よ
り
、
農
業
生
産
は
相
当
増
加
し
た
。
一
九
一
三
年
よ

り
前
の
エ
ジ
プ
ト
の
統
計
は
乏
し
く
、
ま
た
信
頼
で
き
な
い
が
、
一
八
九
五
年
以
降
は
あ
る
程

度
推
計
で
き
る
。
そ
れ
以
前
の
時
期
に
つ
い
て
は
若
干
の
手
が
か
り
が
あ
る
だ
け
だ
が
、
オ
ブ

ラ
イ
ン
（
句
．
。
》
因
蝕
目
）
の
推
計
に
よ
る
と
表
①
の
ご
と
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
占
領
に
少
し
先

立
つ
時
期
か
ら
第
一
次
大
戦
開
始
時
ま
で
の
約
四
○
年
間
に
、
人
口
は
約
二
倍
に
ふ
え
た
が
、
糯

農
業
生
産
高
は
そ
れ
を
上
回
る
伸
び
を
見
せ
た
。
こ
れ
は
、
耕
地
は
一
割
程
度
し
か
ふ
え
な
い
“

が
、
か
ん
が
い
の
普
及
に
よ
り
作
付
地
が
一
一
一
割
以
上
ふ
え
、
し
か
も
作
付
地
当
た
り
生
産
高
が
生力

七
割
も
ふ
、
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
農
業
従
事
者
の
増
加
に
作
付
地
の
伸
び
が
追
い
つ
か
働労

ず
、
土
地
生
産
性
の
上
昇
に
も
か
か
わ
ら
ず
労
働
生
産
性
は
む
し
ろ
低
下
傾
向
に
あ
っ
た
。
・
地

こ
の
よ
う
な
農
業
生
産
の
急
増
は
、
次
の
オ
ー
ゥ
ェ
ン
（
向
・
幻
・
］
・
○
ミ
の
ロ
）
の
推
計
（
表
②
牡

～
④
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
綿
作
の
拡
大
に
よ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
八
》

礦幻馴朏牌雛読狂不溶潅一ン声針耗鋼乘辨毯聰墹一（諏誰一志←“零Ｍ附噸慰塗澤舳麺
で
一
一
・
四
倍
、
価
値
で
一
一
一
・
四
倍
に
急
増
し
、
作
付
面
積
は
一
一
位
に
と
ど
ま
っ
た
が
価
値
で
は

二
位
の
小
麦
の
三
・
四
倍
、
綿
花
に
種
子
を
合
わ
せ
る
な
ら
ば
四
倍
、
小
麦
・
豆
類
・
大
麦
を

合
わ
せ
た
額
の
二
・
七
倍
と
い
う
圧
倒
的
比
重
を
占
め
る
に
至
っ
た
。

こ
れ
ほ
ど
綿
作
が
ふ
え
た
の
は
、
そ
れ
が
高
く
売
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
エ
ジ
プ
ト
の
輸
出
に

1872-78１００ｍＯｌｌＩＩＩＩ

１８１１’１０１

－０４２０５１７

２

出所：Ｐ．Ｏ'Brien，“TheLong-termGrowthofAgriculturalProductionin

Egypt：1821-1961”inHolt,ｏｐ・ｃｉｔｍｐｐ､185,188＆１９１の表より作成
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年
農業
生産高

総人口
農業
従事者

作付地 耕地
作付地
当たり
生産高

農業従事者
一人当たI）
生産高

農業従事者
一人当たり
作付地

1872-78 100 100 100 100 100

1895-99 186 165 100 116 104 160 100 100

1900-04 205 178 108 126 112 162 102 1０１

1905-09 216 191 118 131 113 165 9８ 9６

1910-14 225 205 126 132 111 170 9６ 9０



植民地支配の政治経済学

表②主要農作物作付面穣（年平均、単位千ファッダン）

畷罵需禺■祠司Ⅳ￣
出所：Ｏｗｅｎ,ｏｐｃｉｔ.,ｐ､２４７．

表③主要農作物生産通の指標

綿花はキンタル、その他はアルダプを単位とする数値に基づく）(年平均。

綿花100１９４２１４

１１２５

類100125］

１１３２１３３

…
…r-T
＝■～…
￣￣

出所：Ｏｗｅｎｏｐｃｉｔ.,ｐｐ,１９７＆２５１より計算

表④主要農作物生産高とその指標（年平均、単位千エジプトポンド）

７９９９１００］１０６４１３８

１４８４１００１８６０１２５２１

４１８６１００５５０７１３２７３１４１７５

１６９１１００１７９０１０６２２０８１３１

１００１１１０１２６１

］108
■■

ＩＵＵ■■■

Owen,ｏｐｃｉｔ.,ｐ､２６２より計算出所

195

年
作物

小麦
トウモ
ロコシ

綿花 豆類 大麦 米
砂糖
キビ

果物.
野菜

1886/8７ 1,241 1.125 866 756 520 150 7１

1909/10-12/1３ 1’２７０ 1,838 1,700 525 373 246 4８ 2９

作物

年
1886/8７ 1895-99 1900-04 1905-09 1910-13

綿花 100 194 214 231. 238

小麦 100 142 155 157 141

兄 類 100 125 132 106 104

大麦 100 132 133 106 140

作物
年

1886/8７ 1895-99 1900-04 1905-09 1910-13

綿花 7,999(100） 11,064(138） 16,688(209） 2Ｌ301(266） 26,995(337）

綿種子 1,484(100） 1,860(125） 2,604(175） 3,266(220） 4,372(295）

小麦 4,186(100） 5,507(132） 7,314(175） 8,738(209） 7.843(187）

氏２ 類 1,691(100） 1,790(106） 2,208(131） 1.831(108） 2.096(124）

大麦 880(100） 1,ＵＯ(126） 1,196(136） 1,110(126） 1,797(204）



お
い
て
も
綿
花
が
圧
倒
的
比
重
を
占
め
る
に
至
る
。

表
⑤
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
綿
花
と
種
子
の
輸
出
高

は
、
一
八
八
五
～
八
九
年
に
す
で
に
二
位
の
豆
類
の

一
八
倍
、
輸
出
総
額
の
八
割
を
占
め
て
い
た
が
、
一

九
一
○
～
一
三
年
ま
で
の
四
半
世
紀
に
、
綿
花
は

一
一
一
・
一
一
一
倍
、
種
子
は
二
・
一
一
一
倍
、
両
者
合
計
で
三
・

二
倍
に
急
増
、
輸
出
総
額
の
実
に
九
七
％
を
占
め
る

に
至
る
の
で
あ
る
。
綿
花
の
輸
出
先
は
、
一
八
九
○

～
九
四
年
平
均
で
イ
ギ
リ
ス
が
五
四
％
、
ロ
シ
ア
が

一
九
％
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
、

イ
タ
リ
ア
が
そ
れ
ぞ
れ
六
％
で
あ
っ
た
が
、
’
九
一

○
’
一
三
年
平
均
で
は
英
四
七
％
、
米
一
○
％
、
独
・

仏
各
九
％
、
露
八
％
等
と
な
っ
て
い
る
（
重
量
に
よ

８

る
数
値
）
。
ち
な
み
に
、
一
」
の
間
の
エ
ジ
プ
ト
の
輸
入

は
、
表
⑥
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
輸
出
ほ
ど
伸
び
ず
、

貿
易
収
支
は
常
に
相
当
な
黒
字
で
あ
っ
た
（
そ
れ
に

よ
っ
て
、
借
款
の
返
済
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ

る
）
。
輸
入
品
を
資
本
財
と
消
費
財
に
分
け
る
と
、
一

八
八
五
’
八
九
年
平
均
で
は
そ
れ
ぞ
れ
三
一
一
一
％
、
六

表⑤主要農作物の輸出高（年平均、 単位千エジプト ポンド）

蟹窪Ｉ
出所：ＯＷｅｎ,ｏＰｃｉｔ.,ｐｐ､198,306＆３０８

表⑥エジプトの輸出入高（年平均、 単位千エジプト ポンド）

Ｅ…１
出所：Ｏｗｅｎ,ｏｐ､Cit.,ｐ３０６
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作物
年

1885-89 1890-94 1895-99 1900-04 1905-09 1910-13

綿花 8,387 ９，５１２ 10,759 15,817 21,889 27,857

綿種子 １，５０７ 1,810 1,579 Ｌ962 2,523 3.496

兄 類 552 822 450 246 4６ 5１

小麦 204 260 5４ 1５ 1８

米 123 133 114 118 160 301

トウモロコシ 3１ 144 3６ 1６ ４

大麦 1４ 5１ 2８ 2３ ８

輸出総額 12,270 14,348 14,787 20,372 26`８１０ 32,191

年 1885-89 1890-94 1895-99 1900-04 1905-09 1910-13

輸出 12,270 14,348 14,787 20,372 26,810 3２．１９１

輸入 7,947 8,872 10,249 16,297 23,805 26,138

差し引き ＋4,323 ＋5,476 ＋4,548 ＋４，０７５ ＋3,005 ＋6,053
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㈹
外
資
と
エ
商
業

政
府
に
よ
る
事
業
以
外
に
も
、
民
間
資
本
に
よ
る
企
業
活
動
が
活
発
に
行
な
わ
れ
、
と
く
に
商
業
・
金
融
部
門
が
発
展
し
た
。
そ

の
民
間
資
本
と
は
大
部
分
が
外
鬮
資
本
１
－
外
国
か
ら
、
及
び
エ
ジ
プ
ト
在
住
の
外
国
人
に
よ
る
投
餐
ｌ
で
あ
っ
た
．
エ
ジ
プ

ト
で
は
、
ト
ル
コ
が
列
強
と
結
ん
だ
通
商
条
約
に
よ
り
自
由
貿
易
が
押
し
つ
け
ら
れ
（
輸
入
関
税
は
一
律
八
％
に
固
定
）
、
一
八
六
○

～
七
○
年
代
か
ら
、
外
国
人
に
よ
る
金
融
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
財
政
を
管
理
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
は
、
不
動
産
取
引
き
や
土
木
建
設
に
も
外
資
が
投
下
さ
れ
始
め
て
い
た
。
占
領
後
し
ば
ら
く
は
、
全
体
的
に
活
動
不
振
と
な
っ
た

が
、
そ
れ
で
も
綿
花
の
繰
り
・
圧
縮
工
場
や
綿
種
子
搾
油
工
場
、
土
木
事
業
繭
負
い
業
等
に
投
資
が
な
さ
れ
た
。
九
○
年
代
に
入
り
、

占
領
長
期
化
が
見
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
再
び
外
資
投
下
が
盛
ん
に
な
る
。
政
府
も
公
共
事
業
の
資
金
不
足
を
、
民
間
資
本
の

導
入
で
補
お
う
と
し
た
か
ら
、
抵
当
権
取
り
引
き
と
土
地
の
開
発
・
販
売
を
中
心
に
、
銀
行
、
交
通
機
関
、
農
産
物
加
工
、
電
力
・

電
話
会
社
等
へ
も
投
資
が
な
さ
れ
た
。
一
八
九
七
年
に
、
エ
ジ
プ
ト
の
諸
会
社
の
払
い
込
み
資
本
・
社
憤
総
額
が
一
、
三
八
九
万
エ

ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
で
、
う
ち
一
、
一
九
一
万
が
外
資
で
あ
っ
た
が
、
わ
ず
か
五
年
後
に
は
そ
れ
ぞ
れ
二
、
六
二
八
万
、
二
、
四
六
四

万
に
倍
増
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
プ
１
ム
は
、
一
九
○
七
年
の
世
界
経
済
恐
慌
で
頓
挫
し
、
翌
年
高
等
混
合
裁
判
所
が
、
外
国
に
本

籍
を
置
く
会
社
で
も
、
主
業
務
を
エ
ジ
プ
ト
で
行
な
っ
て
い
る
も
の
は
エ
ジ
プ
ト
の
会
社
と
み
な
す
と
し
て
、
諸
特
権
を
取
り
上
げ

た
こ
と
も
あ
り
、
多
く
の
企
業
が
破
産
も
し
く
は
撤
退
し
た
。
そ
の
後
、
第
一
次
大
戦
時
ま
で
好
景
気
は
戻
ら
な
か
っ
た
が
、
綿
花

輸
出
は
引
き
続
き
好
調
だ
っ
た
の
で
、
綿
作
に
融
資
す
る
銀
行
や
抵
当
証
券
会
社
は
蕊
冒
し
、
一
九
○
七
～
一
四
年
間
に
エ
ジ
プ
ト

諸
会
社
に
対
し
て
な
さ
れ
た
純
投
資
「
四
入
九
万
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
中
六
五
％
を
そ
れ
ら
部
門
が
占
め
た
。
国
別
に
見
る
と
、

四
％
程
度
で
あ
っ
た
が
、
一
九
○
五
～
○
九
年
平
均
で
は
四
四
％
、
五
六
％
と
な
っ
て
い
る
。
輸
入
先
も
、
イ
ギ
リ
ス
が
一
位
で
、

９

常
に
一
一
一
分
の
一
前
後
を
占
め
て
い
た
。
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③
誘
因
の
不
足
１
１
高
収
益
を
も
た
ら
す
細
作
関
連
事
業
に
比
べ
て
、
工
業
に
は
そ
れ
ほ
ど
魅
力
が
な
か
っ
た
。

０

④
政
府
の
無
策
１
１
自
由
貿
易
原
則
の
固
守
。

…
…
右
の
う
ち
①
と
③
は
占
領
前
の
時
期
に
も
当
て
は
ま
り
、
②
と
④
は
と
く
に
占
領
後
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
、
こ
と
に
イ
ギ

リ
ス
の
政
策
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
マ
ー
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
エ
業
化
を
阻
止
し
よ
う
と
決
意
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う

だ
が
、
イ
ン
ド
で
の
経
験
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
繊
維
業
界
と
の
悶
著
を
避
け
る
べ
く
、
エ
ジ
プ
ト
で
の
紡
織
会
社
起
業
に
際
し
て
関
税

相
殺
税
を
課
し
た
し
、
国
内
エ
業
保
謹
の
要
求
に
耳
を
貸
さ
な
か
っ
た
。
一
八
九
九
年
に
創
立
さ
れ
た
二
つ
の
紡
織
会
社
が
不
成
功

に
終
わ
っ
た
の
は
、
こ
の
取
り
引
き
税
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
不
幸
な
先
例
が
ま
た
、
工
業
へ
の
投
資
意
欲

一
九
一
四
年
に
、
外
資
系
企
業
（
ス
エ
ズ
運
河
会
社
を
除
く
）
の
払
い
込
み
資
本
九
、
二
○
四
万
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
中
、
フ
ラ
ン

ス
資
本
が
五
○
％
、
イ
ギ
リ
ス
一
一
一
三
％
、
ベ
ル
ギ
ー
一
六
％
、
そ
の
他
一
％
と
な
っ
て
い
る
。
外
資
と
一
一
一
戸
っ
て
も
、
エ
ジ
プ
ト
在
住

の
外
国
人
に
よ
る
投
資
は
、
利
潤
の
大
部
分
が
エ
ジ
プ
ト
に
再
投
資
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
国
内
資
本
が
、
一
九
○

七
年
の
エ
ジ
プ
ト
諸
会
社
の
払
い
込
み
資
本
・
社
憤
総
額
中
約
三
五
％
を
占
め
た
（
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
う
ち
の
い
く
ら
か
は
エ
ジ
プ

０

ト
人
自
身
の
資
本
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
比
率
は
分
か
ら
な
い
）
叩

こ
の
よ
う
に
、
エ
ジ
プ
ト
の
企
業
活
動
は
、
大
部
分
外
資
に
よ
っ
て
、
主
と
し
て
金
融
・
不
動
産
業
に
お
い
て
行
な
わ
れ
、
工
業

部
門
で
は
不
活
発
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
、
一
八
七
○
年
前
後
に
は
、
政
府
自
身
が
糖
糖
所
他
若
干
の
工
場
を
建
設
あ
る
い
は
維
持
し

て
い
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
存
続
し
な
か
っ
た
。
エ
ジ
プ
ト
の
工
業
化
不
成
功
の
原
因
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

①
生
産
要
素
の
不
衛
－
１
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
輸
入
に
頼
り
、
原
料
の
多
く
も
輸
入
に
頼
り
（
綿
花
も
、
国
産
の
長
繊
維
品
種
は
国
内
消
費
用
に
は
高
級
に

す
ぎ
た
）
、
熟
練
労
働
も
多
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
頼
っ
て
い
た
。

②
保
鐵
の
欠
如
’
八
％
の
輸
入
関
税
は
あ
っ
た
が
．
そ
れ
を
相
殺
す
る
八
％
の
取
り
引
き
税
を
諜
嘗
れ
、
鬮
震
品
は
高
品
質
の
鱸
人
品
と
の
競
争
に
歌

回仙

を
損
う
一
要
因
と
な
っ
た
。

れ
た
。
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⑤
小
括

こ
の
よ
う
に
、
占
領
後
、
税
制
を
含
む
財
政
改
革
が
行
な
わ
れ
、
外
国
借
款
に
は
あ
ま
り
頼
れ
な
か
っ
た
が
、
政
府
は
水
利
事
業

等
農
業
振
興
政
策
に
力
を
入
れ
た
。
綿
花
輸
出
に
よ
る
高
収
益
に
刺
激
さ
れ
、
農
業
関
連
金
融
・
不
動
産
取
り
引
き
等
へ
の
外
資
投

下
も
盛
ん
と
な
り
、
綿
花
・
綿
種
子
を
中
心
に
農
業
生
産
が
急
増
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
工
業
は
生
産
要
素
が
整
わ
ず
、
そ
れ
を

補
う
べ
き
政
府
の
保
護
育
成
政
策
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
自
由
貿
易
の
押
し
付
け
で
と
ら
れ
ず
、
輸
入
品
と
の
競
争
に
勝
て
る
国
産

品
生
産
は
伸
び
な
か
っ
た
。
綿
花
の
輸
出
先
は
、
占
領
前
か
ら
イ
ギ
リ
ス
が
中
心
で
、
通
貨
面
で
も
エ
ジ
プ
ト
は
ポ
ン
ド
・
ス
タ
ー

リ
ン
グ
圏
に
組
み
込
ま
れ
、
従
属
的
経
済
体
制
が
完
成
し
た
。
と
は
い
え
、
輸
出
急
増
に
よ
る
経
済
の
繁
栄
は
、
占
領
期
間
に
エ
ジ

プ
ト
の
一
人
当
た
り
実
質
国
民
所
得
を
相
当
引
き
上
げ
た
し
、
独
立
後
は
む
し
ろ
低
下
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（
一
九
一
三
年
価
格

で
、
一
八
八
○
～
九
七
年
に
七
．
六
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
、
一
九
一
一
一
一
年
に
一
一
一
・
四
、
一
一
一
○
’
一
一
一
三
年
に
八
・
一
一
、
四
○
～
五
九

０ ０

年
に
九
・
四
と
い
う
推
計
が
あ
る
）
。
｝
」
う
し
た
経
済
成
長
は
、
土
地
の
配
分
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
貧
富
の
格
差
拡
大
を
伴
っ
た
が
、

０ ３

そ
れ
で
も
大
衆
レ
ベ
ル
で
消
費
水
準
の
向
上
が
観
察
さ
れ
た
。

結
局
、
エ
ジ
プ
ト
の
工
業
は
、
一
九
○
七
年
の
ピ
ー
ク
時
に
も
、
総
人
口
一
、
一
二
八
・
七
万
人
中
、
わ
ず
か
三
七
・
六
万
人
を

し
か
雇
用
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
も
非
常
に
広
義
の
工
業
労
働
者
で
あ
っ
て
、
九
・
五
万
人
の
大
工
・
左
官
や
四
・
六
万
人
の
手

織
り
職
人
、
一
・
｜
万
人
の
鉄
道
員
等
を
含
ん
で
い
る
。
近
代
的
工
業
と
し
て
は
、
綿
花
の
繰
り
・
圧
縮
、
綿
種
子
の
搾
油
、
精
糖
、

タ
バ
コ
の
紙
巻
き
が
主
な
も
の
で
、
ほ
か
に
少
数
の
綿
紡
績
・
紡
織
、
セ
メ
ン
ト
、
レ
ン
ガ
、
醸
造
、
製
パ
ン
エ
場
等
を
数
え
る
の

み
で
あ
っ
た
。
伝
統
的
産
業
は
、
占
領
前
か
ら
す
で
に
衰
退
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
一
八
八
一
～
九
○
年
間
に
ギ
ル
ド
（
に
あ
た
る
同

３

業
団
体
組
織
、
ご
一
目
宮
）
の
独
占
権
・
行
政
的
機
能
も
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
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②
目
一
頃
ロ
ｏ
『
》
○
℃
．
。
】
庁
・
も
ロ
・
】
ｇ
～
巨
つ
・
○
急
の
。
６
℃
・
◎
岸
・
一
目
・
農
、
～
』
ミ
．
円
の
の
閨
１
６
℃
．
、
】
【
・
・
弓
・
←
さ
－
這
切
・
Ｃ
Ｏ
］
ご
一
目
○
℃
。
ｎ
房
．
》
弓
・
園
』
～
圏
四
・

③
○
尋
①
Ｐ
Ｃ
□
・
ｎ
－
【
・
・
ｂ
ｐ
圏
切
～
圏
『
・
Ｄ
Ｃ
臣
、
こ
の
量
６
℃
．
。
岸
・
》
８
．
局
』
～
】
。
・

例
木
村
前
掲
瞥
一
一
一
、
二
九
－
三
○
ペ
ー
ジ
。
因
の
日
巨
の
６
つ
・
鼻
・
・
９
．
ｇ
①
～
眉
』
。

⑤
〔
）
葛
の
。
６
℃
．
ｇ
一
・
・
ｇ
・
笛
】
～
い
】
①
．
な
お
、
物
価
変
動
に
関
す
る
デ
ー
タ
と
し
て
、
エ
ジ
プ
ト
の
輸
入
品
価
格
を
、
一
九
一
一
一
八
年
の
そ
れ
を
一
○
○
と

し
た
指
数
で
、
一
八
八
一
一
一
～
八
七
年
が
五
四
・
六
、
一
八
九
三
～
九
七
年
に
は
五
一
・
八
に
下
が
り
、
そ
の
後
上
昇
し
て
一
九
○
八
～
一
二
年
に
六
四
・

四
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
マ
イ
ナ
ス
五
％
か
ら
プ
ラ
ス
一
八
％
へ
の
上
下
動
が
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
『
沼
曵
菖
．
。
□
．
ｎ
岸
・
》
□
・
閨
員

『
■
こ
の
」
。

⑥
国
、
。
。
『
６
℃
．
、
一
汗
・
も
ご
・
』
巳
～
届
』
伜
曙
］
←
～
呂
切
・
○
三
の
Ｐ
ｏ
ｂ
．
。
【
・
》
ロ
ロ
・
巴
瞠
１
国
、
伜
曽
℃
・
石
田
前
掲
密
一
一
一
四
七
－
一
一
一
五
六
ペ
ー
ジ
。
Ｃ
』
⑪
叩
関
ニ

ン
ロ
ロ
８
二
○
目
－
，
出
】
ぬ
８
『
］
。
〔
ｓ
の
二
一
呂
一
の
厨
禺
目
。
Ｚ
Ｃ
耳
ゴ
ン
ヰ
一
ｓ
（
三
・
Ｋ
》
］
ｃ
馬
）
七
・
段
目
：
一
の
』
・
噂
．

、
目
】
ぬ
ヨ
。
『
．
。
ご
・
ｇ
〔
．
．
ｇ
・
眉
②
～
画
乞
・
○
ど
の
己
．
。
□
・
ロ
【
・
》
ｇ
・
巴
⑫
～
巴
Ｐ
画
患
～
量
』
陣
』
詔
～
悼
巴
・
口
。
］
Ｂ
ｏ
ｂ
．
ｎ
芦
・
・
９
．
巳
．

⑧
○
二
の
Ｐ
８
．
，
】
【
・
・
ロ
・
］
患
。

⑨
○
『
・
臣
、
三
２
６
℃
．
。
】
（
・
も
ロ
・
］
＄
～
ヨ
ニ
・
木
村
前
掲
書
一
四
－
二
一
一
一
、
一
一
一
八
－
五
三
ぺ
１
ジ
。
○
三
の
Ｐ
Ｃ
ロ
。
ｎ
芦
・
も
・
い
】
Ｐ

⑪
○
毛
８
６
つ
６
－
［
・
も
つ
・
弓
③
～
巴
』
・
国
、
ロ
・
『
６
℃
ｈ
】
［
・
も
つ
・
誤
函
～
哩
困
・
エ
ジ
プ
ト
在
住
の
外
国
人
は
、
一
九
○
七
年
に
二
八
・
六
万
人
で
、
う
ち

注

仙
加
藤
博

史
」
参
照
。

⑪
（
）
軍
『
の
目
ｎ
ｏ
耳
。
曰
四
且
…
・
弓
・
画
麗
Ｉ
旨
』
伜
巴
』
～
酋
ｇ
・
の
・
因
：
『
・
貢
⑫
。
。
旨
］
ｎ
ｇ
－
ｐ
ｍ
の
旨
ロ
迫
已
冒
届
き
～
』
巴
』
ご
冒
国
。
｝
（
６
己
．
、
芦
壹
ｇ
・
］
色

～
匡
切
・
就
業
人
口
構
成
に
つ
い
て
は
、
一
九
○
七
年
に
農
業
二
一
一
五
・
八
万
、
工
業
三
五
・
六
、
商
業
一
五
・
四
万
、
輸
送
業
一
○
・
一
万
、
専
門
職
業

一
三
・
六
万
と
い
う
デ
ー
タ
も
あ
る
。
、
『
。
■
、
こ
の
］
》
◎
己
．
、
一
斤
・
も
．
］
亀
・

側
目
、
、
圀
二
》
の
Ｑ
・
６
℃
・
鼻
・
も
．
』
＆
戸
口
』
⑦
．
ま
た
、
一
九
一
三
年
の
一
人
当
た
り
国
民
所
得
は
五
○
ド
ル
前
後
で
、
こ
れ
は
当
時
の
日
本
人
の
そ
れ
よ

内
Ⅱ
戸
Ⅲ
、
ゴ
Ｐ
Ⅲ
■
Ｃ
く
彗
定
。
ｒ
ぃ
ｒ
》
て
卍
・
Ｐ
、
ご
目
Ｐ
■
ご
ｄ
Ｈ
ｏ

⑫
向
・
幻
・
］
．
Ｑ
三
「
①
。
》
屋
Ｐ
Ｃ
ａ
Ｏ
『
目
】
の
『
、
己
昏
の
□
の
ぐ
の
一
○
℃
目
の
具
。
｛
同
色
「
目
目
目
且
臣
の
ｑ
屋
忠
～
」
ｇ
『
ご
｛
三
一
呂
一
の
】
山
四
の
［
｜
の
曰
の
自
旦
一
の
⑰
．
］
昌
望
］
宗
③
）

参
照
。

○
『
・
臣
、
三
２
６
℃
．
。
】
（
・
も
ロ
・
］
＄
～
ヨ
ニ
・
木
村
前
掲
書
一
四
－
二
一
一
一
、
一
一
一
八
－
五
三
ぺ
１
ジ
。
○
三
の
Ｐ
Ｃ
ロ
。
ｎ
芦
・
も
・
い
】
Ｐ

Ｃ
毛
８
６
つ
、
一
［
・
も
ロ
・
弓
③
～
巴
』
・
国
、
ロ
・
『
６
℃
ｈ
】
［
・
も
つ
・
誤
函
～
哩
困
・
エ
ジ
プ
ト
在
住
の
外
国
人
は
、
一
九
○
七
年
に
二
八
・
六
万
人
で
、
う
ち

一
三
・
九
万
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
ア
メ
リ
カ
人
（
ギ
リ
シ
ア
人
六
・
一
一
一
万
、
イ
タ
リ
ア
人
三
・
五
万
等
）
、
七
・
○
万
人
が
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
人
、

六
・
五
万
人
が
ス
ー
ダ
ン
人
で
あ
っ
た
。
○
三
の
Ｐ
ｏ
ｐ
．
ｎ
】
〔
・
》
弓
・
』
９
１
旨
切
．
、
『
。
Ｂ
の
『
６
つ
．
、
】
【
・
・
二
○
一
・
二
・
ｈ
房
・
誼
陣
呂
も
参
照
。

○
三
の
Ｐ
Ｃ
ロ
・
ロ
［
・
や
ロ
ロ
・
函
Ｃ
Ｃ
Ｉ
⑬
Ｃ
』
．

「
一
九
世
紀
後
半
の
エ
ジ
プ
ト
土
地
・
税
制
度
」
（
『
オ
リ
エ
ン
ト
』
二
三
巻
一
号
、
一
九
八
○
年
）
、
中
岡
前
掲
論
文
「
エ
ジ
プ
ト
地
租
改
正
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⑪
近
代
化
論
と
従
属
理
論

以
上
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
エ
ジ
プ
ト
占
領
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
に
よ
る
占
領
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
エ
ジ
プ
ト
と
の
政
治
（
軍

事
）
的
・
経
済
的
・
文
化
的
関
係
の
強
化
の
結
果
と
し
て
、
こ
の
地
域
の
安
定
と
自
由
貿
易
の
確
保
に
も
っ
と
も
利
害
を
感
じ
た
イ

ギ
リ
ス
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
を
代
表
し
て
そ
の
任
に
当
た
っ
た
も
の
、
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
的
・
社
会
的
安
定
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
資
本
の
利
益
に
な
る
経
済
開
発
と
が
占
領
の
目
的
で
あ
り
、
伝
統
的
秩
序
を
脅
す
よ
う
な
改
革
や
思
想
の
導
入
は
避
け
ら
れ
、

基
本
的
に
は
農
業
生
産
拡
大
（
に
よ
る
公
憤
償
還
）
に
必
要
な
限
り
で
公
共
事
業
や
公
共
機
関
整
備
が
推
進
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
エ
ジ
プ
ト
の
政
治
的
発
展
は
抑
制
さ
れ
、
経
済
的
発
展
は
、
綿
作
の
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
化
へ
と
歪
ん
だ
形
態
を
と
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
面
の
近
代
化
が
推
み
、
国
民
の
生
活
水
準
が
向
上
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
問
題
は
、
政
治
参
加
を

伴
わ
ぬ
行
政
能
力
の
向
上
、
工
業
化
を
伴
わ
ぬ
国
民
経
済
の
成
長
に
は
、
い
ず
れ
も
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
エ
ジ
プ
ト
は
独

立
後
そ
れ
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
エ
ジ
プ
ト
統
治
を
、
社
会
科
学
の
理
論
に
よ
っ
て
ど
う
説
明
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
、
こ
の
事
例

研
究
が
理
論
化
に
ど
の
よ
う
に
貢
献
し
う
る
か
、
若
干
の
考
察
を
試
み
よ
う
。
ま
ず
、
一
国
の
近
代
化
あ
る
い
は
従
属
的
発
展
と
い

㈹
閂
⑫
の
四
且
一
シ
ロ
向
８
コ
。
『
員
、
田
寓
。
ｑ
…
・
己
・
巴
回

（
○
三
，
四
曲
Ｐ
］
垣
③
』
）
ご
ロ
・
単
⑭
』
．

り
高
く
、
イ
ン
ド
の
そ
れ
の
二
倍
以
上
だ
っ
た
と
も
さ
れ
る
。
Ｃ
・
房
筋
閨
「
】
》
員
シ
⑫
冒
目
①
ａ
８
ｌ
Ｒ
）
の
ぐ
の
一
○
℃
目
目
［
四
目
目
『
目
、
ロ
。
『
［
ご
同
国
Ｃ
【
．
届
ｇ

～
こ
』
』
ご
ヨ
ヨ
・
罰
・
勺
Ｃ
房
陣
宛
・
■
・
○
ケ
②
冒
す
の
『
暎
巴
の
・
贄
弓
夛
の
ロ
の
四
コ
ロ
旨
、
の
。
［
言
。
□
の
『
己
閏
二
．
口
ご
島
の
冨
亘
。
－
の
両
、
鷺
叫
目
》
の
』
ｃ
昏
○
の
員
巨
『
］

四
、
理
論
的
検
討
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う
通
時
的
問
題
に
関
し
て
、
政
治
的
近
代
化
論
（

属
理
論
の
好
例
と
し
て
ア
ミ
ー
ン
（
の
。
シ
曰
亘
の

４

と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ク
ロ
ー
マ
ー
ら
イ
ギ
リ
ス
総
領
事
は
、
軍
部
指
導
者
で
は
な
く
、
本
国
の
文
民
政
府
が
任
命
し
た
官
僚
で
あ

り
、
藩
王
を
い
た
だ
く
伝
統
的
統
治
機
構
を
温
存
し
つ
つ
エ
ジ
プ
ト
の
近
代
化
を
図
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
な
お
近
代
化
専
制
政
治

的
要
素
も
強
か
っ
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

ア
ミ
ー
ン
は
、
歴
史
的
社
会
を
「
前
資
本
主
義
構
成
体
」
と
「
資
本
主
義
構
成
体
」
に
区
分
し
、
後
者
を
さ
ら
に
「
中
心
資
本
主

義
構
成
体
」
と
「
周
辺
資
本
主
義
構
成
体
」
に
区
分
す
る
。
中
心
資
本
主
義
構
成
体
は
、
資
本
制
生
産
様
式
が
あ
ら
ゆ
る
前
資
本
主

義
的
様
式
を
破
壊
し
て
排
他
性
を
主
張
す
る
が
、
周
辺
資
本
主
義
構
成
体
で
は
社
会
的
生
産
の
基
本
部
門
た
る
生
産
財
部
門
と
消
費

表⑦，.Ｅ・アプターによる､近代化過程にある

諸社会の政治体系分類

、
政
治
的
近
代
化
論
の
好
例
と
し
て
ア
プ
タ
ー
Ｓ
・
ロ
・
シ
ロ
の
【
）
の
「
近
代
化
の
政
治
」
論
を
、
経
済
的
従

２

ミ
ー
ン
（
の
。
シ
曰
一
二
）
の
「
周
辺
資
本
主
義
構
成
体
」
論
を
、
そ
れ
ぞ
れ
と
り
あ
げ
た
い
。

ア
プ
タ
ー
は
、
「
近
代
化
過
程
に
あ
る
諸
社
会
」
を
、
権
威
の
構
造
と
一
般
的
価
値
観
の
組
み
合
わ
せ
に

よ
っ
て
、
表
⑦
の
四
種
類
に
分
類
し
う
る
と
し
た
。
こ
の
う
ち
、
官
僚
制
体
系
は
、
さ
ら
に
①
新
重
商
主

義
、
②
近
代
化
専
制
政
治
、
③
軍
部
寡
頭
制
、
の
三
下
位
型
に
分
け
ら
れ
る
。
な
お
、
権
威
の
位
階
制
的

か
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
的
か
の
区
別
は
、
政
府
の
一
一
つ
の
機
能
的
条
件
た
る
強
制
と
情
報
の
混
合
度
（
強
制
の
比

３

重
が
大
き
い
ほ
ど
位
階
制
的
、
情
報
の
比
重
が
大
き
い
ほ
ど
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
的
）
に
よ
る
、
と
さ
れ
る
。

イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
占
領
前
の
エ
ジ
プ
ト
は
、
近
代
化
専
制
政
治
の
体
系
を
発
達
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
と
見

ら
れ
る
が
、
占
領
後
は
、
基
本
的
に
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
の
威
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
体
系
で
あ
っ
た
の

だ
か
ら
、
軍
部
寡
頭
制
に
近
づ
い
た
と
言
え
よ
う
か
。
ア
プ
タ
ー
の
言
う
軍
部
寡
頭
制
と
は
、
位
階
制
的

権
威
構
造
と
手
段
的
価
値
観
を
持
つ
政
治
体
系
で
、
国
王
の
地
位
は
、
軍
部
指
導
者
（
な
い
し
軍
事
評
議

会
）
が
占
め
る
。
指
導
は
、
個
人
的
で
は
な
く
位
階
制
的
・
官
僚
制
的
で
あ
る
。
こ
の
体
系
は
、
近
代
化

の
実
絞
を
あ
る
程
度
あ
げ
う
る
と
し
て
も
、
根
本
的
に
は
保
守
的
で
、
政
治
の
処
理
能
力
を
持
た
な
い
、
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植民地支配の政治経済学

②
植
民
地
支
配
の
政
治
的
経
済
学

と
こ
ろ
で
、
ア
ミ
ー
ン
は
、
主
と
し
て
政
治
的
観
点
か
ら
植
民
地
時
代
を
区
別
し
て
は
い
る
が
、
周
辺
資
本
主
義
構
成
体
へ
の
発

展
は
、
植
民
地
時
代
だ
け
で
な
く
そ
れ
以
前
に
始
ま
り
そ
れ
以
後
も
続
い
て
い
る
と
し
、
単
純
化
し
す
ぎ
て
い
る
。
ア
プ
タ
ー
に
至
っ

…
…
こ
れ
に
続
く
説
明
の
中
て
本
稿
が
扱
う
露
の
エ
ジ
プ
ト
に
つ
い
て
ア
ミ
ー
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
ｌ

「
一
八
八
一
一
年
、
ウ
ラ
ー
ピ
ー
に
よ
る
軍
事
的
敗
北
は
、
ア
ラ
ブ
復
興
運
動
の
希
望
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
第
三
階
級
は
、
ま
ず
政
治
的
に
、

つ
い
で
経
済
的
に
排
除
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
後
斎
で
あ
る
偏
狭
か
つ
従
順
な
小
官
僚
の
世
代
は
、
外
国
支
配
を
た
だ
ち
に
受
け
入
れ
、
近
代
社
会
の

価
値
の
拒
否
と
、
な
ん
ら
危
険
を
伴
わ
な
い
反
動
的
反
対
へ
と
逃
避
し
て
い
っ
た
。
と
同
時
に
、
植
民
地
開
拓
の
枠
内
に
お
い
て
、
ま
ず
も
っ
ぱ
ら
農
村
に

７

お
け
る
、
つ
い
で
農
村
商
人
的
、
さ
ら
に
は
産
業
的
な
、
エ
ジ
プ
ト
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
形
成
さ
れ
た
。
」

…
…
エ
ジ
プ
ト
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
形
成
は
、
む
し
ろ
独
立
以
後
の
時
期
に
属
す
る
し
、
エ
ジ
プ
ト
経
済
の
成
長
停
止
が
問
題

に
な
る
の
も
そ
の
時
期
以
降
の
こ
と
で
あ
る
が
、
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
第
一
次
大
戦
に
か
け
て
の
エ
ジ
プ
ト
は
、
ア
ミ
ー
ン
の
言
う

周
辺
資
本
主
義
構
成
体
の
（
と
り
わ
け
、
そ
の
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
的
類
型
の
）
ほ
と
ん
ど
理
念
型
的
事
例
と
言
う
べ
き
発
展
を
見

せ
た
の
で
あ
っ
た
。

財
部
門
の
間
の
「
接
合
」
が
起
こ
ら
な
い
た
め
、
経
済
成
長
は
む
し
ろ
い
っ
そ
う
低
開
発
性
を
強
め
、
完
成
し
た
資
本
制
生
産
様
式

５

を
発
達
さ
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
成
長
停
止
を
も
た
ら
す
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
、
エ
ジ
プ
ト
人
と
し
て
、
現
代
ア
ラ
ブ
世
界

に
お
け
る
社
会
霞
体
の
歴
史
を
と
く
に
取
り
上
雌
次
の
三
つ
の
鋳
鋼
を
区
分
し
て
い
る
ｌ

「
第
一
の
時
期
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
脅
威
に
対
す
る
自
覚
に
よ
っ
て
、
ま
た
し
ば
し
ば
、
こ
の
脅
威
に
対
し
て
よ
り
有
効
に
抵
抗
し
よ
う
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

を
模
倣
す
る
試
み
に
よ
っ
て
、
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
試
み
の
失
敗
か
ら
植
民
地
の
時
期
が
結
果
し
、
こ
の
期
間
中
を
通
じ
て
、
ア
ラ
ブ
轍
成
体
は

決
定
的
な
従
属
的
周
辺
部
の
特
徴
を
備
え
る
こ
と
に
な
る
。
第
三
の
期
間
は
、
こ
う
し
た
従
属
性
を
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
時
期
で
、
一
九
五
○
年
代
に
幕

６Ｉ

が
切
っ
て
落
と
さ
れ
る
。
」
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て
は
、
近
代
化
過
程
に
あ
る
諸
社
会
の
発
展
を
論
じ
る
の
に
、
植
民
地
主
義
に
つ
い
て
は
、
「
近
代
化
の
基
本
的
手
段
」
で
あ
っ
た
と

８

簡
単
に
ふ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
一
）
で
、
植
民
地
支
配
の
共
時
的
比
較
研
究
を
次
に
取
り
上
げ
る
。
植
民
地
主
義
に
関
す
る
政

治
学
的
・
経
済
学
的
一
般
化
の
試
み
に
照
ら
し
て
、
エ
ジ
プ
ト
の
事
例
の
持
つ
意
味
を
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

９

植
民
地
支
配
を
、
帝
国
主
義
の
問
題
と
し
て
、
、
王
に
宗
主
国
側
の
事
情
か
ら
研
究
し
た
も
の
は
数
多
い
。
し
か
し
、
植
民
地
支
配

が
、
被
支
配
民
族
の
政
治
的
・
経
済
的
発
展
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
一
般
的
に
論
じ
た
も
の
は
少
な

い
。
こ
こ
で
は
、
主
と
し
て
経
済
面
に
つ
い
て
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
ニ
（
”
・
ぐ
○
コ
ど
序
耳
ヨ
ー
）
の
、
主
と
し
て
政
治
面
に
つ
い
て
ト
マ
ス
（
○

が
、
被
支
配
民
族
の
政
治
的
・
経
済

い
。
こ
こ
で
は
、
主
と
し
て
経
済
面

＆
・
目
冒
日
閉
）
の
所
論
を
紹
介
す
る
。

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
ニ
は
、
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地
支
配
、
一
八
八
○
’
’
九
四
○
年
、
イ
ン
ド
、
東
南
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
に
対
す

０ り

る
西
洋
の
衝
撃
』
と
い
う
大
著
に
お
い
て
、
副
題
に
あ
る
各
地
域
の
西
欧
諸
国
に
よ
る
植
民
地
支
配
を
個
別
に
概
観
し
た
あ
と
、
最

終
章
「
要
約
ｌ
震
地
主
義
に
つ
い
て
の
若
干
の
鬘
」
で
一
般
化
を
試
み
て
い
る
．
そ
の
中
で
彼
は
巖
ず
、
行
農
雲

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
事
実
上
支
配
す
る
近
代
的
な
中
央
部
と
へ
原
住
民
に
よ
る
伝
統
的
な
地
方
支
配
と
の
二
重
構
造
を
な
し
、
や
が
て

近
代
的
教
育
を
受
け
た
官
僚
が
育
っ
て
き
て
、
独
立
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
代
わ
る
が
、
二
重
構
造
は
温
存
さ
れ
る
、
と
指
摘

す
る
。
こ
の
点
は
、
次
の
ト
マ
ス
の
所
論
に
も
つ
な
が
っ
て
重
要
で
あ
る
が
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
ニ
は
、
続
い
て
経
済
面
の
二
重
祷
造

に
注
目
す
る
。
す
な
わ
ち
、
輸
出
農
作
物
生
産
が
急
速
に
発
展
す
る
一
方
で
、
他
の
伝
統
的
産
業
部
門
は
停
滞
も
し
く
は
衰
退
し
、

全
面
的
資
本
主
義
化
・
工
業
化
に
失
敗
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
を
従
属
理
論
の
よ
う
に
、
資
本
主
義
的
宗
主
国
に

よ
る
「
低
開
発
の
開
発
」
に
帰
す
る
こ
と
に
は
反
対
し
て
い
る
．
そ
の
雷
を
筆
者
な
り
に
鬘
す
る
と
次
の
通
り
ｌ

①
輸
出
向
け
生
産
が
低
開
発
を
も
た
ら
し
た
の
で
な
く
、
も
と
も
と
未
開
発
な
経
済
を
変
貌
さ
せ
る
に
は
輸
出
向
け
生
産
の
成
長
が
な
お
不
十
分
だ
っ

②
農
産
物
と
工
業
製
品
間
の
交
易
条
件
は
、
一
八
八
○
’
一
九
一
三
年
間
は
ほ
ぼ
一
定
、
そ
の
後
は
相
対
的
改
善
と
悪
化
を
反
復
し
て
お
り
、
一
概
に
腱

た
。
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掛
り
に
な
ろ
う
。

し
か
し
、
独
立
後
の
政
府
の
統
治
能
力
が
ま
た
、
植
民
地
時
代
の
政
治
・
行
政
の
あ
り
よ
う
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
く
る
。
た
と

幻０

、
え
ば
、
ト
マ
ス
が
『
周
辺
諸
社
会
に
お
け
る
権
威
主
義
国
家
の
興
隆
』
と
い
う
著
書
で
主
張
し
て
い
る
、
植
民
地
国
家
体
制
こ
そ
が

⑥
近
代
的
工
業
と
の
競
争
に
よ
る
伝
統
的
工
業
の
停
滞
も
し
く
は
衰
退
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
産
業
革
命
時
に
生
じ
、
後
者
の
余
剰
労
働
力
を
前
者
が
吸

収
し
た
の
だ
っ
た
。
植
民
地
で
近
代
的
工
業
が
発
達
し
な
か
っ
た
の
は
、
石
炭
・
鉄
鉱
の
欠
如
、
輸
送
費
の
低
下
紙
技
術
の
高
度
化
、
農
業
の
生
産
性
の

０

低
さ
、
工
業
投
資
に
向
か
な
い
社
会
的
文
化
的
風
土
、
政
府
に
よ
る
保
漣
・
育
成
策
の
欠
如
、
等
の
理
由
に
よ
る
。

…
…
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
本
稿
で
検
討
し
た
時
期
の
エ
ジ
プ
ト
に
つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
完
全
に
当
て
は
ま
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
ニ
が
結
論
的
に
、
「
植
民
地
の
搾
取
と
歪
ん
だ
開
発
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
、
非
西
洋
諸
国
は
自
力
で
近
代
的
工
業
社

会
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
い
う
暗
黙
の
、
あ
る
い
は
明
示
さ
れ
た
仮
定
は
、
誤
り
で
あ
る
と
考
え
る
。
（
中
略
）
私
は
、
植
民
地
状

態
と
い
う
特
定
の
文
脈
に
お
い
て
、
成
長
だ
け
で
な
く
発
展
が
生
じ
た
し
、
植
民
地
支
配
は
、
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
に
せ
よ
、
近

０ ３

代
化
豐
を
始
動
さ
せ
た
と
信
じ
る
」
と
一
一
一
口
っ
て
い
る
の
は
従
属
論
批
判
と
し
て
は
的
外
れ
で
あ
ろ
う
．
従
属
篝
は
ｌ
少
な

く
と
も
ア
ミ
「
ン
の
そ
れ
は
ｌ
植
最
支
配
と
一
言
う
よ
り
遥
界
資
本
主
義
体
制
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ジ
ア
、

ア
フ
リ
カ
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
も
震
が
生
じ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
．
問
題
は
、
そ
の
薑
の
中
身
ｌ
工
業
化
に
結
び
つ

か
な
い
形
躯
竿
－
１
な
の
で
あ
り
、
も
し
独
立
を
維
持
し
た
ら
、
日
本
の
よ
う
に
工
業
化
政
策
を
と
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
点
を
考
え
る
に
は
、
独
立
後
の
エ
ジ
プ
ト
の
エ
業
化
、
も
し
く
は
そ
の
試
み
の
歴
史
を
調
べ
る
こ
と
が
一
つ
の
手

業
が
不
利
だ
と
は
言
え
な
い
。

③
富
の
流
出
は
、
確
か
に
生
じ
た
地
域
も
あ
る
が
、
外
資
や
外
国
人
専
門
家
を
導
入
し
な
け
れ
ば
開
発
は
は
る
か
に
遅
れ
た
で
あ
ろ
う
。

④
商
品
作
物
へ
の
特
化
は
、
エ
ジ
プ
ト
と
砂
糖
栽
培
島
群
を
除
き
、
そ
れ
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
。
問
題
は
、
農
業
の
労
働
生
産
性
が
極
め
て
低
い
ま
ま
に

と
ど
ま
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
は
人
口
増
加
や
社
会
的
・
文
化
的
要
因
に
よ
る
。

⑤
近
代
的
部
門
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
や
少
数
民
族
が
握
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
結
び
つ
き
、
伝
統
的
部
門
の
開
発
や
原
住
民
の
人
材
育
成
に
ほ
と
ん
ど
貢
献
し

な
か
っ
た
。
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独
立
後
の
権
威
主
義
国
家
の
興
隆
を
準
備
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
が
あ
る
の
だ
。
彼
は
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
（
こ
と
に
カ
リ

プ
海
諸
島
）
や
ア
フ
リ
カ
の
旧
植
民
地
の
観
察
に
基
づ
い
て
、
植
民
地
国
家
体
制
を
次
の
よ
う
に
一
般
化
し
て
い
る
。
ま
ず
、
一
八

三
○
年
代
以
降
奴
隷
制
が
廃
止
さ
れ
、
自
営
農
民
層
が
成
立
す
る
の
に
対
応
し
て
形
成
さ
れ
た
王
領
植
民
地
政
府
は
、

①
現
地
の
立
法
・
行
政
機
関
の
榊
成
を
決
め
る
の
に
選
挙
が
用
い
ら
れ
た
が
、
選
挙
権
は
極
め
て
制
限
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

②
行
政
機
関
に
圧
倒
的
な
権
威
の
集
中
が
な
さ
れ
た
。

０ ０

③
植
民
地
権
力
の
個
人
的
代
表
者
が
任
命
さ
れ
（
普
通
は
現
地
総
督
と
し
て
）
、
拒
否
権
に
よ
り
行
政
上
至
高
の
権
威
を
持
っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
地
域
も
、
一
一
○
世
紀
に
入
る
と
周
辺
資
本
主
義
的
社
会
櫛
成
体
へ
の
変
貌
を
遂
げ
、
そ
れ
に
対
応
し
て
植
民
地

し
か
し
、
一

国
家
体
制
は
、

①
経
済
的
再
生
産
の
組
織
と
い
う
役
割
が
重
要
に
な
る
一
方
、
か
っ
て
の
よ
う
な
抑
圧
機
関
の
増
強
は
反
比
例
し
て
重
視
さ
れ
な
く
な
る
。

②
郵
便
制
度
や
企
業
活
動
の
た
め
の
法
制
整
備
等
、
以
前
か
ら
果
た
し
て
い
た
経
済
的
機
能
を
、
お
お
い
に
向
上
さ
せ
る
。

③
地
域
に
よ
っ
て
は
、
産
業
基
盤
整
術
の
責
任
を
直
接
担
う
。

④ブルジョワ的民主政治の長所を説くイデオロギー的・文化的「装置」を設け始め躯
０

そ
し
て
、
第
一
一
次
大
戦
後
、
民
族
独
立
運
動
が
強
ま
る
に
つ
れ
て
、
国
家
は
、

①
農
民
の
土
地
へ
の
飢
餓
が
社
会
的
不
満
の
根
源
と
認
識
す
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
政
策
は
、
地
域
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
っ
た
。

②
門
戸
開
放
政
策
を
と
り
、
外
国
の
資
本
と
人
材
を
歓
迎
す
る
。

③
経
済
開
発
事
業
へ
の
国
家
の
介
入
を
確
立
す
る
。

④
現
地
人
企
業
家
・
実
業
家
の
育
成
を
図
る
。

⑤
福
祉
事
業
を
拡
大
す
る
（
教
育
、
保
健
．
農
村
開
発
、
年
金
等
）
。
０
０

⑥
労
働
者
の
地
位
規
制
を
試
み
る
（
組
合
の
合
法
化
、
労
働
局
設
置
等
）
。

１
以
上
は
二
九
世
紀
か
ら
謹
紀
半
ば
に
至
る
長
期
間
に
わ
た
っ
て
、
震
地
国
家
の
初
期
中
期
末
期
を
特
徴
づ
け
た
も

の
だ
が
、
エ
ジ
プ
ト
の
場
合
は
、
正
式
に
「
王
領
植
民
地
」
と
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
く
、
時
間
的
に
も
四
十
年
ほ
ど
の
短
い
支
配
で

206



植民地支配の政治経済学

あ
っ
た
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
ト
マ
ス
の
説
が
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
は
ず
は
な
い
。
ま
し
て
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
占
領
さ

れ
る
以
前
か
ら
、
強
力
な
国
家
が
存
在
し
、
そ
れ
が
産
業
基
盤
整
備
の
責
任
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
そ
う
し
た
機

構
・
政
策
を
引
き
継
い
だ
だ
け
だ
、
と
言
え
な
く
も
な
い
。
と
も
あ
れ
、
現
実
に
イ
ギ
リ
ス
統
治
下
の
エ
ジ
プ
ト
国
家
は
、
ト
マ
ス

の
初
期
・
中
期
植
民
地
国
家
の
諸
特
徴
を
混
在
さ
せ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
（
キ
ッ
チ
ナ
ー
の
総
領
事
在
任
期
以
降
、
本
稿
で

扱
え
な
か
っ
た
一
九
一
一
二
年
の
独
立
に
至
る
時
期
に
は
、
末
期
の
諸
特
徴
も
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
点
は
さ
ら
に
研
究
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
。
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
は
、
と
り
わ
け
、
占
領
前
か
ら
の
民
主
主
義
へ
の
発
展
や
教
育
の
普
及
を
挫
折
な
い
し
停

滞
さ
せ
た
し
、
そ
の
こ
と
が
独
立
後
の
政
治
の
あ
り
よ
う
を
規
定
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
植
民
地
国
家
体
制
論
も
、
三
大
陸
の
経

験
を
一
般
化
し
よ
う
と
す
る
の
は
蓋
が
あ
る
か
ら
類
型
化
す
べ
き
で
あ
る
し
、
そ
の
際
に
は
エ
ジ
プ
ト
も
二
つ
の
墨
ｌ
た

と
え
ば
、
植
民
地
化
以
前
か
ら
薑
し
た
国
家
体
制
を
持
っ
て
い
た
類
型
の
ｌ
と
し
て
鬘
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
．

（壱工）

注

Ⅲ
目
冨
、
○
一
三
８
。
（
言
。
□
の
曰
冒
四
二
．
ロ
（
Ｃ
亘
Ｂ
ｍ
Ｐ
巴
霞
）
・
内
山
秀
夫
訳
『
近
代
化
の
政
治
学
』
（
新
装
版
、
一
九
八
一
一
年
）
。

②
斤
烏
ぐ
の
］
。
□
月
日
の
員
冒
か
恩
一
（
勺
凹
１
の
．
ｇ
畠
）
・
西
川
潤
択
『
不
均
等
発
展
』
（
’
九
八
三
年
）
、
■
四
，
２
己
巨
一
且
・
己
幽
一
而
、
ョ
の
一
の
日
。
且
旨
一
ｍ
（
勺
囚
『
】
い

届
ご
）
・
野
口
祐
・
原
田
金
一
郎
訳
『
世
界
的
規
模
に
お
け
る
資
本
蓄
積
第
二
分
冊
周
辺
資
本
主
義
構
成
体
論
』
（
一
九
七
九
年
）
。

③
拙
稿
「
近
代
化
論
と
従
属
理
鎗
ｌ
発
展
途
上
国
研
究
の
璽
鏑
枠
組
を
求
め
て
』
｛
『
金
沢
法
学
』
二
七
巻
一
・
二
合
併
号
二
九
八
五
年
）
三
九
九
「
四

(7)（６）（５）（４） ○
○
ペ
ー
ジ
参
照
。

ア
プ
タ
ー
前
掲
邦
訳
轡
七
一
、
一
八
九
、
四
九
三
Ｉ
四
九
五
ペ
ー
ジ
参
照
。

注
③
の
拙
稿
四
一
○
～
四
一
二
ペ
ー
ジ
参
照
。

前
掲
邦
訳
書
『
不
均
等
発
展
』
三
○
七
ペ
ー
ジ
。

同
右
、
三
一
二
ペ
ー
ジ
〈
一
部
改
訳
し
た
）
。
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￣ ￣

，ロや国已

上：旨ｆ２

⑧
前
掲
邦
訳
轡
九
二
ペ
ー
ジ
。

⑨
研
究
史
の
要
約
と
し
て
、
○
・
口
、
与
岳
の
】
日
・
閂
日
已
の
己
四
房
目
（
ｚ
・
『
．
．
］
』
ご
）
・
香
西
純
一
訳
『
帝
国
主
義
』
（
’
九
八
○
年
）
第
五
’
六
章
、
ロ
・
］
・
ｎ
ｏ
冨
曰
》

司
声
の
ｃ
巨
の
駕
冒
己
。
ｐ
冒
已
の
『
冠
一
一
ｍ
目
１
日
す
の
勺
。
二
二
回
一
国
〉
ｃ
己
。
日
望
。
〔
□
。
且
：
８
ｍ
目
［
荷
口
の
己
の
己
向
①
（
三
・
国
。
．
」
弓
』
）
》
ｇ
・
唖
参
照
。

⑩
向
日
・
己
Ｂ
ｐ
ｏ
ｏ
－
・
昌
巴
幻
巨
一
の
．
］
函
ｇ
～
』
程
皀
亘
の
旨
ｐ
ｐ
ｂ
（
○
二
茸
の
尋
の
牌
・
己
己
旨
》
の
。
巨
牙
８
②
［
少
の
旨
・
囚
己
屋
１
８
（
弓
の
§
・
ヨ
［
》
Ｄ
Ｃ
目
・
・

9）（８）Ｐ⑤②碑）

■
す
一
旦
ど
ロ
ロ
，
い
つ
“
ｌ
』
Ｐ

弓
昼
ｊ
ご
ロ
・
』
』
ｌ
念
．

■
す
一
□
・
●
ロ
ロ
メ
×
ぐ
Ｉ
×
ｘ
ご
■
・
●

弓
与
の
国
⑪
の
。
〔
号
の
鈩
巨
＆
。
『
】
国
『
厨
こ
の
国
【
の
百
℃
の
ユ
ロ
訂
『
四
］
の
ｏ
ｎ
】
の
ご
①
の
（
三
・
Ｋ
．
伜
Ｐ
○
口
Ｑ
ｏ
Ｐ
ｓ
震
）
．

目
亘
ｇ
ご
口
已
・
乞
い
～
餉
皀
。
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